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I  

16世紀後半のロシアでは，農民ほ国家および領主に対してどのような負担を  

負っていたのであろうか。国家に対する負担の一都は，修道院宛にモスクワ大  

侯が賦与した免税状の中に列挙されている免税の対象となる税を確認すること  

によって知ることができる。が，その具体的内容については，充分把握できる  

というものでほない。   

国家に対する負担に関してほ，A．ラヅポ・ダニレフスキーの労作がある。1）こ  

れは，17世紀を主要な分析対象とするもので，16世紀についてほ，その導入部  

的な位置を占めているにすぎない。そこでは，コルム KOPM，プリスード  

＊本稿は，1986年11月の史学会第84回大会での報告原稿に，大会当日の更生な御指摘を考慮  

しつつ，加筆修正を加えたものである。  

1）〔20〕。   
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np＝CyÅ，ポソ・－シナヤ・スルージバnoco山Ha只（My〉K6a，ダン／ヌイ、エ・ジェーニギ  

AaHHble AeHb川，ヤームスカヤ・ボーグィノスチ月MCKa刃 nO8州HOCTb，ヤームスキ  

エ・ジェ ーニギ只MCKHe AeHt）rH，ポロニヤニーrチニエ・ジェ ーニギ nOJlO冊HHtlHbIe  

AeHbrH，そしてオ・ブローク06poK等の起源が言及されている。分析の際の視点  

ほ，国税への転化，恒常化である。国家に対する負担が中心である以上，農民  

の領主に対する負担については，その視野から扱けざるを得ない。   

浅野明氏も指摘しているように，2）国税の研究は，ソゲィェト史学において  

も，まだ充分深められてほいない。と同時に，領主に対する負担についても，  

シチューベトフのイォシフオ・ヴォロコラムスキー修道院領に閲す－る概括的な  

研究3）以降，それ程進展しているようには思えない。そこで，本稿でほ，国税を直  

接的な分析対象とするものではないが，イォシフオ・ヴォロコラムスキ・一修道  

院の文書を主として利用しながら，当該修道院領に住む農民が，どのような国  

税を，領主に対するどのような負担をそれぞれ負っていたのかを検討すること  

によって，国税の種類とその量，領主に対する負担の種類とその量を歴史的に  

把挺すると同時に，負担の内容と量の変化によって農民ほどのような影響を  

被ったのか，等を検討してみたい。そうすることによって，16世紀後半の，と  

りわけ16世紀末のロシアにおける農民負担の状況の－・端を把握でき，併せて国  

税の問題を考えていく上での一・助となれば，と考えている。  

ⅠⅠ  

さて，本稿では，イォシフオ・ヴォロコラムスキー修道院領全体を対象とす  

るのではなく，主として，当該修道院で当時管理のために6つのプリカースに  

分割されていた所領のうちの一つのプリカースを採り上げたい（地図参照）。4〉  

一つのプリカースではあっても，農民負担の状況を把握する上では，所領全体  

2）〔10〕17ページ。なお，16世紀から17世紀第1四半期の北西ロシアに関する国税につ   
いては，アブラモーゲィチの研究がある（〔13〕参照）。  

3）〔25〕。  

4）当該修道院のプリカース制については，拙稿〔12〕を参照されたい。   
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一打d－  香川大学経済学部 研究年報 26  J！夷96  

第1表1592年7月のイォシフオ・ヴォロコラムスキー修道院のプリカースとそれに属す  

村落  

N旦  プリ カ ー ス  N旦  村  落   地図中の番号   

ロ  トウログォ村   （トゲェーリ「郡」）  

2  ラメソカ村   ⑦  

1アン／ト ニー・アク                  3  トゥルイズノダォ村   ⑦  

ロ                            ロフのブリカ・－ス  4  エリナルホヴォ村   ②  

5  ボラシコヴ ォ村   （トダニ・－リ「郡」）  

5村   

6  ネヴェログォ村   ⑳  

7  ファウストヴァ・ゴラ村   
ヤコフ・ソコロフ  

⑳  

8  コジモジュミヤソスコニL村   
田   のプリカース  

⑳  

9  ル コ ダ ニ コ ヴ ォ 村   ㊧  

5村   

10  クリヤノヴォ村   ①  

田  ガグリノ村   ⑦  

12  スドニコヴォ村   ⑲  

マ カーリ・一・ル                          13  ズボヴォ村   ④  

田                                    ジェフスキーのプ  14  イワノフスコユ村   ⑪  

リカ・一ス   15  スパスコエ村   ⑪  

16  ラキチノ村   （ル  ザ「郡」）  

17  サファトヴォ村   ③  

8村   

18  ブイゴロド村   ⑧  

19  ブィコヴォ村   ⑤  

ニフォント・ゴロ                  20  ノーヴォェ村   ⑲  

ⅠⅤ                           トニーのブリカー  21  イリイツイノ村   ⑥  

ス   22  オトチシチュヴォ村   ⑤  

23  クリ千コヴォ村（小村）   ⑩  

5村と1小村   

の傾向と大きくずれるものではないと思われる。また，必要な限りでは所領全  

体に関わって言及することによって，所領全体の動きを検討していきたい。   
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16世紀末イォシフオ・ヴォロコラムスキー修道院領における農民負担 －6－7－  

N旦  プリ カ・－ ス  N史  村  落   地図中の番号   

24  ウスペンスコエ村   ⑲  

25  ラグチノ村（小村）   ⑲  

26  ボロバノヴォ村   ⑬  

27  シエスタコヴォ村   
グ・アシ／アン・チェ  

⑲  

28  ベルコヴォ村   ⑲  
Ⅴ                                           ムキンのプリカ1一  29  コソドラトヴォ村   

⑲  
ス   レストゲィツイノ村   

31  ヴォルシノ村   ⑬  

32  イエグレヴォ村   ㊧  

8村と1小村   

33  サヴュリュヴォ村   ⑫  

34  そレチキノ村   ⑬  

35  ブジャログォ村   ⑲（⑯ に 部 落）  

36  マモシノ村   
フェオトーシ1－の  

⑩  

37  べ－リ村   
ⅤⅠ  

⑭  

38  ァソゲログォ村   ⑲（後に別扱い）  

39  レトキノ村   ⑳  

40  ゴルポヴォ村   ⑳  

8村  

41  オボブログォ村   （ゲラジ・－ミル 「郡」）  

42  ヴェイナ村   （コゼリスク「郡」）  

合  計  40村と2小村  

〔典拠〕〔4〕N旦21より作成。  
〔備考〕N旦4，11，17，19，23，25，26，31，34，37，39，40，41，42については，〔4〕N旦21  

中には出てこないが，この時期には当該修道院領となっているので，該当するプリ  

カースにそれぞれ記載しておいた。  

さて，当該修道院では，前稿でも触れたように，1579年頃に所領を管理にあ  

たる修道士名を冠した6つのプリか－スに分割していた。5）第1表は1592年の  

5）シチコニ－一ベトフほ，1591年までは5つのプリカースに分割されていたものが，1592年に   

6つのブリカースとされた，と考えている（〔25〕ctp114）が，前稿でも触れたように，  
1588年段階で6つに分割されていたことを考慮して，6つのブリカ鵬スとしておきたい   
（〔12〕17ページ，註9参照）。   
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プリカ・－ス名とそれぞれのプリカースに属している村名をまとめてみたもの  

である。6）各プリカースの大きさを判断するための指標の一つとして，それぞ  

れのヴィチ数7）を，後で触れる1592年7月30日何の雄羊代納金 6apaHHbIe  

胱HbrH徴収の際のヴィチ数によって見ると，8）Ⅰほ1139・25ヴィチ，ⅠⅠほ  

（82＋1／3）ヴィチ，ⅠⅠⅠほ102．125ヴィチ，ⅠⅤは79ヴィチ，Ⅴほ（116＋1／12）ヴィ  

チ，ⅠⅤは785ヴィチとなっている。本稿で採り上げるⅤほ，二番目に大きなプ  

リカースとなっている。では，課税単位となったソハ・一数ではどうであったの  

だろうか。1592年11月23日何のヤ”－－・・・ムスキェ・ジェ1一ニギの徴収の際のソ  

／＼1・▲・■】・数をみると，9）Ⅰは（1十11／32二）ソハー，ⅠⅠは（’1＋21／32）ソ／、－，ⅠⅠⅠほ（2＋11／  

24）ソノ、、－，ⅠⅤは125ソハ、一，Ⅴは（1＋2／3）ソ／、、－，ⅤⅠほ49／96ソノ＼－となっ  

ている。ヴィチ数の大小と必ずしも一・致してほいないが，Ⅴはやはり第二のソ  

／＼一数を占めている。従って，当該修道院領内でほ比較的大きなプリか－スと  

いうことになる。   

また，地図によってわかるように，当該修道院の所在地から比較的近い位置  

に村落が配置されている。修道院との関係の深さほ，当該プリか－ス内にコ  

ニュ、－シーKO皿皿元のプリか－スに関係する草地の存在によっても示され  

ている。10）なお，当該プリカース内の8つの村Ce』0と1つの小村Ce此uOが当  

該修道院領となった時期を早い順に，修道院領となった経線をも含めて，表に  

まとめてみたものが第2表である。11）   

使用する主要な史料ほ，前述のように，すでに刊行されているイォシフオ・  

ヴォロコラムスキー修道院の『16世紀の所領経営帳簿集』のうちの，『1573～95  

年の貨幣オブロ・－ク帳簿集』（1978年刊行）12）と『■1590～1600年の収穫・打穀帳  

6）プリカース名は，修道士名によって変更されるため，本稿では便宜的に第1表のような   

番号を付し，本文でもその番号を使用した。  
7）ゲィチ数については，拙稿〔11〕432，433ページと，併せて，〔13〕，〔19〕，〔23〕を参照   

されたい。  
8）〔4〕A垣21。  
9）〔4〕∧垣23  

10）〔3〕♪也3，4  

11）なお，〔16〕も参照。  
12）〔4〕。   
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第2表 7’リカースⅤに属す村及び小村のイォシフオ・ヴォロラムスキー修道院領となった  

時期  

村  名  年  代   所有権移転者   移転方法   

ウスペンスココこ村  1495  ヴォPク侯ポリスの妻クリヤーナ   寄 進   

ベ ル コ ヴ ォ 村  1510  ドミトロフ侯ユーリ・－   、曲 芸 退i∃   

イ、ユダレヴォ部落  1514  侯フョードル   寄 進   

ポ ロバ ノ ヴ ォ村  1534以前  不明   不 明   

レストヴィツイノ村  1535  フョードル・ベレウ・－トフ   寄 進   

イ ユダ レ グ ォ村  1541／42  アンドレイ・クトウゾフの妻・ユダトキヤ   寄 進   

リト ヴィ ノヴォ村  1542  フヨ1－・ドル・リャプチコフ   寄 進   

ラ グ チ ノ 村  1549／50  グリゴリーと侯フヨ・－ドル   購 入   

ヴ ォ ル シ ノ 村  1555  グリゴリ1－・いレプジンの妻エヴトキヤ   寄 進   

コントラト ゲォ村  1562  イワン・クトクゾフ   寄 進   

シエスタフグォ村  1563  侯ドミ・－トリ・－   寄 進   

イ ワノフスコエ村  1568／69  アンドレイ・クトウゾフの妻エヴドキヤ   寄 進   

〔典拠〕〔25〕cTP．118→121及び〔1〕No133，142，162，213，218，251，290，297，311，  
335より作成。   

簿集』（1976年刊行）13）である。併せて，『ト封建的土地所有及び経済文書集』の第  

2巻（1956年刊行）14）を利用する。  

16世紀の所領経営帳簿は，  

1）穀物の播種，収穫，打穀と〒草の刈り入れの帳簿   

2）農民からの貨幣による支払いの徴収を記した帳簿   

3）収入・支出帳簿   

4）修道院の従者に対するオブローク（貨幣による手当て）の支払い  

という4つの基本的なグルー・プに分類することができる。15）このような帳簿が  

－・般的に修道院領で最も普及することになった要因としてほ，所領の広大さと  

分散性，副事業と副業の多さという大修道院の経済構造の特質と，経済あるい  

ほ管理部門に責任を負う人物の交替という管理の特質の中に求められるであろ  
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う。16）   

今回刊行された当該修道院の『■16世紀の所領経営帳簿集』は，後述するよう  

に，現存する帳簿を上述の分類に基づいて編集し直したものであり，もともと  

整理された形で存在していたものでほない。第1のグループに属す1976年刊行  

の収穫・打穀帳簿集（参考文献の番号にそって〔3〕と略記する。以下の帳簿  

集についても同様である），第2，第4のグル・－・プに属す1978年刊行の貨幣オ  

ブローク帳簿集（〔4〕と略記する’）についても，そして第3のグル・－プに属す  

1980年刊行の収支帳簿集（〔5■〕と．略記する）についても，収録されている史料  

ほ，モス 

のイォシフオ・ヴォロコラムスキ1一修道院フォンド（u「A皿A，¢H．B肌．と略  

記），ソ連邦史研究所レニングラ、－ド支局保管所の手稿本コレクショ∵／  

115（刀OH‖，KO皿几115と略記）及びイォシフオ・ヴォロラムスキ、一修道院  

フォンド・ナツバー 284（′刀0川几鴎2朗と略記）とロシア文学研究所写本局  

（HPJIれp0・，p・ⅠⅤ，N史3と略記）の中に存在しているものである。   

刊行された帳簿集の中のどの部分が，これらの文書のどの部分から採られて  

いるのかを，〔3〕，〔4〕，〔5〕中のそれぞれの史料番号と古文書番号で示すと，  

（1）〔5〕N旦1，2，〔4〕N旦30，1（刀0‖H，ゆ284，N旦1）  

（2）〔5〕N旦5，〔4〕N旦3，〔5〕N旦6，〔4〕N旦32（刀0用人㊥284，N旦2）  

（3）〔5〕N旦7，〔4〕N旦4，〔5〕N旦8，〔4〕33，5，6（刀OlイH，¢284，N旦3）  

（4）〔5〕N910，〔4〕N910，12，〔5〕N911，〔4〕N934，11，13（J701棚，中   

284，N旦4）  

（5）〔4〕N旦14，16，36，37，15（刀OlイH・中284，N旦5）  

（6）〔5〕N旦3，4，〔4〕N旦31，2（刀0レ114，KO肌115，N旦1028）  

（7）〔4〕N旦9（刀OH‖，KO几刀115，N旦1029）  

（8）〔4〕N旦35川O日日，KO胴115，N旦1030）  

（9）〔4．〕N旦19（刀OH‖，KO飾115，N旦1031a）  

（10）〔3〕N旦7，10，11，8，9，〔4〕N史25，26，28，27，29（刀O日日，KO几刀115，   

N旦1032）  

（11）〔4〕N旦40（刀0‖‖，KO肺115，N旦1033）  

16）〔21〕cTP 288   
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（12）〔5〕N99，〔4〕N97，8（urADA，q）HB帆・N98）  

（13）〔4〕N939，23（u「ADA，4）H B肌，N910）  

（14）〔4〕N旦21，22，24，20（u「A肌¢‖B一肌，N旦11）  

（15）〔3〕N92（u「AnA，q）HB肌，N9404）  

（16）〔3〕N95，6，3，4（u「A凸A，4）‖B帆，N9405）  

（17）〔4］N918，38，17，〔3〕N91（HPJM，P0，P N93）  

となっている。つまり，刊行された帳簿集でほ，同一の文書中にあるものでも，  

その内容に応じて分離され，先の4つのグループのどれに属しているかによっ  

てグループ毎に分類され，同じようにして分類された帳簿群を，年代順に並べ  

替えているのである。その上，各かっこ内のナ∵／バ、一に示された文書がすべて  

収載されているわけではなく，抜粋されたものでしかない。また，数量的な性  

格を持つ史料が圧倒的で，質的な事柄に関わるものは極めて少ないという面も  

指摘することができる。17）また，第3のグループの干り行が1587年までのもので  

終わっており，これ以降1600年までのものについては後になるということなの  

で，修道院経済の具体的な動きを把握するためにほ，不十分な点があることも  

指摘せざるをえないことは事実である。が，先の4つのグル、－プについて，そ  

れぞれの時系列的な状態を数量的に把握することであるとか，当該修道院のさ  

まざまな経済活動の異なった側面を量的に明らかにすること等を可能として  

くれる側面のあることもはっきりしている。と同時に，それらを関連づけるこ  

とによって、当該修道院の経済活動なり，経済規模なりの総合的な全体像を明  

らかにしていく上でも，また，農民の置かれていた状況を捉えていく上でも便  

利なものとなっている。18）したがって，先に挙げた課題を検討していく上では，  

ある程度必要な史料を提供してくれるものとなっている。そこで，本稿では，  

先に挙げた課題に限定して，地域的にも，時代的にも限られた範囲ではあるけ  

れども，検討を加えていきたい。  

17）ただ，〔4〕に限っても，帳簿中に数値だけが列挙されているわけでほなく，質的な情報   
も含まれているし，〔4〕地9，19，27，29のように，質的な内容のものもあることは事実   

である。  
18）これら修道院の帳簿が与えてくれる研究上の意義については，〔3〕－〔5〕の序文及び   

〔18〕，〔21〕を参照されたい。   
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ⅠⅠⅠ  

免税状によってほその具体的内容を把握することはできないとほいえ，まずほ，  

免税状の内容を検討することから始めたい。16世紀後半の当該修道院宛の免税状  

にほ，免税の対象として，次のような負担が挙げられている。すなわち，①ダ・－  

ニ 且aH♭，②ヤ・・・・・・ムスキエ・ジェーニギ只MCKHe且eHbrH，（3）ポドヴォドィrIODBOAbl  

（荷馬車税），④ポソ・－シナヤ・スル、bジバnocol11HaFICJ［yX6a，⑤ムィトMblT（商  

品の通過及び運搬税），⑥タムガTaMra（商品税），⑦馬を飼育すること KOpMHTH  

KOH只，⑧干草刈りKOCH7日CeHO，⑨プロトールnpOTOP，ロズメ、・・－・・ト pO3MeTに関  

して，ソ・一ツキーCOuKH抗（百人長），ジェシャ、－ノキ1－AeC只uK目白（十人長）に属  

すこと，⑩ロズゲインスコエpO3B拙CKOeないしノブォジュンノエHO80〉KeHHOe  

（婚姻税），ポヴォロトノエ ロOBOpOrHOe（商業税），ポソ、・－・－・シヌイ1－・コルム  

nocouJHb滴KOpM，ゴロトチコヴァヤ・ポシリナrOPO椚〃KOBa月nO山』附a（都市の防御  

の維持を担ったゴロドチクへの税）を支払うこと，⑪プリか－スチキロpHKa3qHKH  

に証書を送って，命じたこと（保塁を建造したり，都市を建設すること，池を造  

ること，大侯の戸を建造すること，穀物を打穀し，都市に運ぶこと．），⑫代官  

HaMeCTHHK にコルムを，プラグェートチク npaBeTqHK とドヴォトチク ABOJT1日K  

にポボ・－ル nO60p を提供すること，⑬侯，軍司令官，ジュチ・ボヤールスキ  

エ，狩猟官，猟犬番，あらゆる使者が宿泊し，コルム，荷馬車，案内者を強制  

的に提供させること，等である。19）   

③，⑤，⑥と⑩のロズヴィソスコエ，ポヴォロトノエは，商業関係の税であ  

り，農民よりもむしろ，修道院の商業活動に関わるものであろう。⑨は，租税  

の配分等について，担税民とは異なって，当該地方の百人長や十人長の管轄下  

には入っていないことを示すものであり，免税とは内容的に異なるものである  

ように思われるが，これを免除されることによって，すでに当該地域から離れ  

てしまった農民の負担分や未納分の肩代わりから免れることができる，20）とい  

19）〔1〕∧垣302，26L7等参照。  
20）〔20〕cTP22   
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う意味でほ，農民にとってほ有利な事柄であった。従って，農民に直接関わっ  

てくる負担ほ，①，②，④，⑦～⑨と⑩のうちのPズゲインスコエと商業税を  

除いたもの，そして，⑪～⑲ということになるであろう。   

実際，大侯の免税状が存在しているにもかかわらず，修道院領の農民が，大  

侯の派遣した官吏によって国家に対する負担を担わされている例が見られる。  

当該修道院の場合にも，1563年12月20日何の免税状賦与のきっかけとなった  

修道院側の訴え21）の中に，このような例が示されている。この訴えによると，  

7069年（1560／61年）の証書が存在するにもかかわらず，プリか－スチキとボ  

スイリニキⅢOCbl∬bHHKHが，この証書を遵守せず，当該修道院領の農民ほ，ロズ  

メートに関して担税民と共に関わらなければならず（⑨と関連），ダ・－ニを支払  

い（①と関連），ヤームスキエ・スロバディ 只MCKHe C誹06aAblで家屋を建て（⑪  

と関連），絶えず荷馬車を持って宿場に立っている（⑬と関連）という状況で，  

そのために，修道院領ほ，300ゲィチ以上荒廃してしまい，あらゆる点で貧しく  

なり，人もいなぐなって，森林もなく，漁業も行われなくなってしまった，と  

いうことである。このように，免税状を賦与された修道院領の農民でほあって  

も，直接的に国家に対する負担を担わされる危険にさらされていたのである。   

このような国税の中で，ダ・一こほ，既に頁納としてほ古くから存在していた。  

この言葉によって，より恒常的な性格を持った種々の租税が意味されることに  

なり，時と共に，この同じ名称が直接税だけを意味するようになっていったと  

いう。この意味でのダ1一こほ，タタール襲来後も時折見受けられるが，タター  

ルへの貢納という意味合いが強くなっていた。ただ，14－15世紀に，自由民から  

タタ1一ルへのダーニの他に，侯の金庫へ直接向けられる特別なダ、－ニの徴収も  

見られた。そして，タタ・－ルの汗へのダーニ支払の中止と共に，この二つほ合  

体し，それに伴って，モスクワ大侯の金庫に流れ込むことが出来るようになっ  

ていった。タタールの甑が根絶された後も，ダ、－ニほ徴収され続けたのであ  

る。22）ヤームスキェ・ジェ・－ニギはかつてのポヴォーズnoBO3 に起源を持つも  

のであろうが，タタールの躁朋以後，これがタタールの使老と貨幣徴収人に対  

21）〔1〕J也302  

22）〔20〕cTp13，14   
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して無料の運搬手段を提供する義務（ヤ、－ムスカヤ・ボーグィノスチ 只MCKaR  

noBHHHOClb■）へと変化する中で，個人的にこの義務を遂行する可能性を持たない  

住民から徴収されるようになり，時代を経て，タタールの汗にではなく，モス  

クワ大侯のために行われるようになったものであろう。ポソ、－・シナヤ・スル、一  

ジバは，言葉としてはソノ＼・－から生まれ，もともと軍役に由来するもので，そ  

れが軍役を負わない住民にまで拡大された結果，個人的な軍役義務という性格  

を失って貨幣支払いに代わったものである。23）   

それでほ，これらほ．，修道院の帳簿にどのように反映されていたのであろう  

か。  

ⅠⅤ  

先に見たように，修道院の場合は，多くの場合免税状によって国家に対する  

税の大部分を免除されていたのであるが，1580／81年の免税特権の停止 0‘TMe－  

HaIapXaHblにより，これ以降国税の徴収が行われることになった。この場  
合も，徴収権は修道院に留保されていたため，修道院の帳簿の中に徴収の状況  

が反映されることとなったのである。ただ，注意しなければならないのは，金  

銭が絡んでこない農民の負担についてほ，そこに修道院が介在していたとして  

も，修道院の記録には残されなかったであろう，という点である。したがって，  

以下で考察する税以外にも，国家に対して農民が負っていた負担が存在してい  

たことは，先に見た通りである。つまり，修道院の帳簿に見られる税は，国税  

のごく－・部でしかないということを留意しておかなければならない。   

ダーニとポロニヤニーチニエ・ジェ叫・ニギの徴収が当該修道院の帳簿に初め  

て現れるのは，1581／82年である。当初，ダーニとポロニヤニー・チニエ・ジェ・－  

ニギはそれぞれ別々に徴収されていたが，24）1588年3月6日付の帳簿25）以降  

は同時に，まとめて徴収されている。同年の9月24日にオーホートニチイェ・  
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ジェ・－ニギOXOTHHqbHe AeHbrHが徴収されている。26）これは．，翌年度27）の1589年  

12月21日何の帳簿28）でほ，先の二つと同時に，まとめて徴収されてこいる。1592   

第3－1表 ダ1－ニ等の徴収額  

1581  1583  1587  

村  落  名  
ダ  ー  ポロニ†ニチエエ  ダ   ー   ポロニ†ニチニエ  ダーニ と ロニ ポヤニチニエ   

ウスペンスコユ村  
ラグチノ村  

ポロバノヴォ村   

シエスタコヴォ村  3p 4al几  15p 6a1几  3p 4al几  3p 4alÅ  55p 5a⑩   

ベル コ ケ ォ 村  5p①   2p25a4几③   5p⑦   

リトヴィノヴォ村  625p   3p12a  6p⑧  4p 2r⑧   
）4p20a⑲  

コントラヤヴォ村  45p 6alA  25p 4A   4p22a55皿  

イワノフスコエ村  15p 2a   28a1皿   18a 4 5n 
巨5p⑯  

レストヴィブイノ村  

アグーティノ村   
〉625p   †3p12alA  ‡6p8a2且  45p   5p 5a⑯   

ヴ ォ ル ＝ン ノ 村  15p2aポルシカ  28al皿   1p18a45几  1p 4al皿⑨   40a 4A⑲   

リトゲィノヴォ村  3p 4alÅ  3p4al几  2p 8a 2A   2p 4a 2皿⑳   

イェヴレヴォ村  1p1a3皿  25a   31a 2且   

イユ・ヴレヴォ村  26a  18a5几   25a 4几   

ミ シネヴォ部落  20a   20a   14a 4A⑲   14a 2几   

コントラトグォ村①  13a 5皿  5a 4A  14a⑤  5a 4皿⑲   

26）〔4〕∧垣14  
27）ここで，年度という表現を使用したが，これほ，当時ロシアで採用されていた暦と関連   

している。当時のロシアでほ，世界開聞暦が使用されており，これによって7096年とい   

う場合，現代風に表すと，1587年9月1日から1588年8月31日までを表していることに   

なる。また，1588年9月24日は7097年の9月24日ということになり，1588年という点   
では3月6日も9月24日も同じであるが，当時のロシア暦では，7096年の3月6日と   
7097年の9月24日ということになる。当時，当該修道院で会計年度がどのようになって   

いたのかはほっきりせず，帳簿によってほ，世界開聞暦に関係なく，記録をつけ始めた時   

点から一年間という例も見られるが，断片的に残されている7115年の収支帳でほ，7115   

年末一つまり1607年8月31日一に，その－・年，つまり1606年9月1日から1607年8月   
31日までの収入が合計されているので（〔9〕cJTp・332，333），恐らく9月1日から翌年   

の8月末日までという当時の1年が会計年度にも相当していたと考えられる。そこで，本   

稿では，世界開聞暦で表した場合にその1年が始まる9月を含んでいる，現代風に表した   

場合の年をとって，その1年を何年度という夙に表すことにしたい。したがって，例えば，   
7096年は，1587年9月1日から1588年8月31日までとなるが，これを1587年度という   
風に表すことになる。  

28）〔4〕∧』17   
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第3－2表 ダーニ等の徴収額   

1588  1589   1592  

村  落  名          ダ ー こ と ポ 
ロニサニチエエ   こユ，オホトニチニエ   ヤムスキエ   

ウスペンスコエ村  3p11a lA   10p 7a⑳   3p05Å   

ラグチ／村  
ポロバノヴォ村   

シエスタ＝仁グオ村  4p10a⑳   2p17a2皿⑳   
6p 4a 4几 ⑳   

25p   

ペルコヴォ村  

リトゲィノヴォ村   
）5p17a5A⑳  2p29al皿‖  ）5p5a◎   25p⑳   

コソドラトゲォ村  

イワノフスコエ村  7p4A⑳   
3p25a 3几  ）95p⑳   3p11al几   

レストヴィツイノ村  

アプトティノ村   
）3p25a4且⑳  225p⑳   7p⑳   ）3p11a1皿㊨   

ヴ ォ ル シ ノ 村   32a3且⑳  24a   

リトヴィノダォ村   47a⑳  

15p1r⑳   
20a5A  

3p 2a⑮   

イエグレヴォ村   31a 2A   14a   45a   14a⑳   

イユグレグォ村   23a3且   14a35皿   1p5a   
10a25A⑳   

ミシネヴォ部落  17a4且  

⑳   14a3且   ）23a2A   10a2且   
コントラトヴォ村（D  

〔典拠〕〔4〕N旦5－8，11，14，15，17，23より作成。  
〔備考〕①修道院長の指示により，ペニエ部落の2ヴィチからの41a4皿 ほ未徴収である。  

②多くのウィチが荒廃しているので，20aは徴収されていない。  
③（2＋1／4）ゲィチからの22a2A が兼敏収である。  

①荒廃地からの6a05A ほ徴収さわていない。  
⑤ここからは，「修道院の耕地（の耕作？）のため1p4a45且」徴収さわていない。  
⑥荒廃地からの9a5且 が兼敏収である。  
⑦ダーニとポロニヤニチニュの合計で，荒廃と農民の貧困のため5p25aは徴収されていない。  
⑧ダーニとポロニサニチニュが同時に徴収されている。そして，荒廃のため，ダーニの8a2A とポロ  

ニヤニチニュの2r が徴収されていない。  
⑨荒廃地からの1a3且 は徴収されていない。  
（砂荒廃地からの1r は徴収されていなし・。  

⑪貧困な農民から1p徴収できず，徴収担当者は聖母就寝祭（8月15日）まで期間を与えている。  
⑲05p末徴収で ⑪と同じく聖母就寝祭まで期間を与えられている。  
⑬15pla4A末徴収で，聖母就寝祭まで期間が与えられている。  
⑲コ／トラトウォ村の貧困な農民から19aが兼敏収となっているが，イワノフスコエ村の農民は完納で  
あった。  

⑲貧困な農民及び逃亡した農民からの1pが未納のため聖母就寝祭まで期間が与えられている。   
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⑲15ヴィチからの12aがまだ未納で，聖母就寝祭まで期間が与えられた。  
⑰11aが届いておらず，聖母就寝祭まで期間が与え．らかている。また，逃亡した農民のヴィチについて   

ほ，14aであった。  
⑲農民二人からの5a4凪 が未納で，聖母就寝集まで期間が与え．らかた。  
⑲逃亡農民二名の1／4ゲィチからの分3aと他の農民二名の分7aが未納で，後の7aについては，ライ   

麦の収穫分が修道院のものとされることになった。なお，納入者は，レリ1シキノ部落の百人長フロ   
ルである。  

⑳貧困な農民4名の125ゲィチからの11a2A は未納で，新しい収穫時期まで期間が与えられ後に徴   
収されてし・る。荒廃した375ヴィチからの20alr に、ついては，徴収の対象となるものが誰もおら   

ず，未徴収となっている。  

㊧このうち33aと36a3A ほ後に納入さわたものである。なお，ブリスタニ／部落の1／2ウィチで未徴収   
分の代わりに，2頭の馬と1頭の年が修道院の戸のものとなり，ユルキノ部落の1／2ヴィチ，ベルコ   
ヴォ村の1／4ヴィチ，セリウ7ノウ7部落の1／4ウィチの兼敏収分の代わりに，ライ麦の収穫分が修道   
院のものとなっている。  

⑳このうち36aは後に納入さわたものである。なお，ゴリノイ部落の2／3ヴィチ，トラカノヴォ部落の  
1／2ゲィチ，フィラトゲォ部落の1／4ゲィチ，チホ／■7部落の1／4ウィチ，新開地ンェヴェレヴォの1／3   
ヴィチの合討2ゲィチからの25aについては，農民の逃このため荒廃し，徴収の対象老もいないので，   

兼敏収となってし、る。  
⑳灸困な農民達 すなわちスホボロヴォ部落のイヴァンの1／4ウィチ，オシン／ニキ部落のセメソの1／3   

ウィチ，モ：ンニノ部落のエルコの1／4ヴィチ，フエディコの1／4ヴィチ∴7ヴナチノ村のアファニコの  
1／4ゲィチからの14a4A については（1ゲィチ当たり11a）徴収できず，新しい収穫まで期間が与え   
られ 農民連ほ食料を得るため，出かけてし、った。そして，セメソほ後に支払っている。また，荒廃   
した275ウィチについては，農民が修道院側に知らせることなく，四散したため，ライ麦の収穫分が   
修道院めものとなり，更に，修道院のためにライ麦が播かゎた。  

⑳焼失したベルンノ部落の（1＋1／3）ゲィチからの10aとクジャエウォ部落のガウリルとアルヒソの2／3   
ウィチからの5aについては，新しい収穫まで期間が与えられ，後に徴収されている。  

⑳このうち20aは後に納入されたものである。なお，貧困な農民達，すなわち，フェト■スの1／3ゲィチ，   
オメン十の1／3ゲィチ，リーヴィノヴォ村のコントラ・－シの1／4ヴィチ，ノ、レヴォ部落のフォムコの1／   
4ヴィチとメルクールの1ヴィチからの12a2A，コルカソからの3aの合訂15p25aについてほ   
未徴収て，新しい収穫まで期間が与えられ後に徴収されている。またr荒廃地15ゲィチについては，   
徴収の対象となる老が存在せず，兼敏収のままであった。  

⑳2人の農民から5a4皿徴収できなかったが，後に納入している。  
㊨荒廃地のために13a3A が返却されている。  
⑳20a5Aの不足分がある。  
⑳荒廃地15ゲィチからの21aについては，誰からも徴収できず，耕地は貸し出されている。なお，納   
入老は√ 百人長イクナチェイ・ヴアンリエフてある。  

⑳荒廃した425ゲィチからの2pについては，誰からも徴収できず，耕地は貸し出さわている。  
㊧荒廃した675ヴィチからの3pについてほ，耕地から貸し出されているため，徴収できなかった。  
⑳荒廃した35ヴィチからの1p27aについてほ，農民が四散してしまって，耕地が貸し出さわているた   

め，誰からも徴収できなかった。  
⑳1p4aが，かれらの所には荒嘩地5ゲィチがあり 貸し出されているのて，返却されている。  
⑳荒廃地（1十1／3）ヴィチからの4r は徴収できず．耕地は貸し出されている。  
⑮荒廃地2ゲィチからは徴収さわていない。  
⑳ここからほ ヤームスキユ・ジューニ ギの他に「ペールイー・コルム」10a5A が徴収されている。  

⑳これは，レストヴィブイノ村，リトヴィノヴォ村そしてヴォルシノ村の1／3ゲィチから徴収されたもの   
である。なお，レストゲィノイノ村については，「コルモーヴィェ・ジェーニキ」として14a2A徴収   

されている。  
㊧さらに一「べ一口エ・コルム」として2a徴収されている。  
⑳さらに．「コルモーヴィエ・ジェーニギ」として1a 3A徴収されている。   
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ノさび（i  

年11月23日何の帳簿29）でヤームスキェ・ジェ・－ニ ギが徴収されている。この  

帳簿でほ，「ヤームスキエ・ジェーニギ及びべ・一り、－・ナメ、－ストニチイ、－・・コ  

ルム」≪刃MCKne AeHbrHH6eJ7b摘HaMeCTHHqbHKOpM≫となっている場合もあり，「コ  

ルモ、－ヴィェ・ジェ、－ニギKOpMOBble且eHbrH も徴収されている。   

ここに出てくる「ポロニヤニ・【チニエ・ジェ、－ニギ 」は，タタール軍とほ限  

らないとしても，主要にほ，タタ・－ル軍によって連れ去られた捕虜の買い戻し  

を政府が行うために徴収されたもので，この種の買い戻しは，当初大侯，府主  

教，とりわけ修道院の自発的な寄付という形で，私財をもって行われていたで  

あろうと推測されるが，規則正しい徴収が確立されたのほ，16世紀半ばのこと  

と考えられている。30〉ラッポ・ダニレフスキーは，この徴収が一・時的な措置とい  

う性格を持たないことを示す，より正確な情報に出会うのは，16世紀後半から  

であると推定し，その例として，1582年3月5日のメシチョールスキー「郡」  

のチェレフオフスキー修道院領での徴収を挙げている。31）   

これらの帳簿を，当該プリか－スについて，税の種類，徴収額等を留意しな  

がら，年度毎にまとめてみたのが，第3表である。国税の課税単位ほソ／＼1一で，  

このソ／＼－数が年度毎にどのような数値を示しているかを示したものが，第4  

衰である。ソハーという言葉は，先に触れた「ポソ、－シナヤ・スル、－ジバ」，「ポ  

ソーシヌイ、一 ・コルム」の中に含まれており，「ソ／＼－単位で」行われることを  

示している。ソ／、－のもともとの意味ほ黎であり，それが，耕地面積と関連し  

ていることを示唆するものである。   

年度によっては，ダ、－ニだけ，あるいはポロニヤニい・－－－・チニエ・ジェ、－ニギだ  

けしかその徴収が記載されていない場合もあるので，その総額について追跡す  

ることはむずかしいが，－・般的な傾向としては，増加傾向を示しているとは思  

われない。ダーニについては，当初ソハ一当たり25p‖32）であり，ポロニヤニ、－・  

チニエ・ジェ、－ニギについては，13p・余りから18p・に増加しているが，ダーこ  

29）〔4〕∧』23  

30）〔20〕cTP15  
31）〔20〕cT・p16ここで，ラッポ・ダニレフスキーが挙げている史料は，〔2〕∧』211，Ⅰ   

である。  
32）本文及び蓑においても，貨幣単位については，ルーブリをP一，アルトウインをa，グリヴ   

ナをr，ジェーニガを且 と略すことにしたい。なお，1p＝10r，1r＝20a，1a＝6凡である。   
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第4表 ソハ・－・数の推移  

村 落 名   1581   1583   1585   1587   1588   1589   1592   

ウスペンスコエ村  

ラグチノ村  

ポロバノヴォ村   

シエスタコヴォ村  1／2×1／4  1／2×1／4  

ベルコヴォ村  
四  四  四  四   

リトゲィノヴォ村①   

コントラトヴォ村  

イワノフスコエ村   
四  四  四  四  

レストゲィフィノ村  

アサドティノ村   
四   

リトヴィノヴォ村②  1／2×1／4  1／2×1／4  1／4×1／4  1／2×1／4  1／2×1／4  1／2×1／4   

四  四  四  四  四  i；：；×1′4  ウ ォ ルシ ノ 村  1／4Xlノ4  1／4×1／4  ユノ4×1／4  1ノ4×1／4  1／4×1／4  1／4×1／4  

イユダレヴォ村  1／8×1／3  1／8×1／3  1／8×1／3  1／8×1／3  1／8×1／3  1／8×1／3  1／8×1／3   

イユ・ヴレグォ村  1／8×1／4  1／8×1／4  1／8×1／4  1／8×1／4  1／8×1／4  1／8×1／4  1／8×1／4   

ミシネヴォ部落  

コソドラーゲオ村③  
）1′8×1′4  ト／8×1′4  い／8×1／4  ト′8×1′4  〉1／8×1／4  1／8×1／4  

〔典拠〕〔4〕N旦5～8，11，14，15，17，23より作成。   
〔備考〕（Dこれは，リトウィノヴォ村のうちルザ「郡」に属している部落である。  

②これほ，リーグィノヴォ村のうち同村とヴォロク「郡」に属している部落である。  
（ヨコソトラ㌻ヴォ村の（1十1／3）ヴィチである。   

とポロニヤニーチニエ・ジューニ ギが－・括して徴収されるようになった1587年  

度に併せて2ト24p余りとなり，1588年度にほ22．5p…となっている。1588年  

度には，オホートニチイエ・ジエーニ ギが追加され ソハ・一当たり約10p徴収  

されている。1589年度には，これも他の二つと一・托されて徴収されることにな  

り，まとめて徴収されているが，ソ／、一当たりの徴収額にほかなりの幅があり，  

48p・から32p29a‖2Aとなっている。総額としてほ，1588年度と比べて，そ  

う大きな違いはないといえる。ヤームスキェ・ジェ ーニギ，べ－リ・－ ・ナメー  

ストニチイ、一・コルム（べ・－リー・コルム，コルモーヴィェ・ジューニギ）の  

徴収が初めて記載されるのは，1592年度であるが，ソハ一当たり10p．である。  

同年度にほ，ダーニをはじめとする他の国税に関する敏収の記載ほ見られない。  

徴収されなかった訳ではないであろうが，実際に徴収されなかったとすれば，   
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検討の余地が残される。が，ダーニ，ポロニヤニ、・・・・・チニエ・ジェ・－ニギ等の徴  

収が記録されている年が，きわめて限られたものとなっていることほ事実であ  

る。   

国税の徴収に関して気付くことほ，国税が修道院領からも全面的に徴収され  

るようになった1581年度から，すでに一・部未納の記載が目に付くことである。  

当該プリかMスでも，この年度に，ダ、－ニについてはベルコヴォ村で，ポロニヤ  

ニーチニエ・ジェ・－ニ ギについてほ，ウスペンスコエ村，ベルコヴォ村，コソ  

ドラトヴォ村で一・部未納が見られる。1583年度になると，完納はコソドラト  

ヴォ村（ダーニのみ．），レストヴィツイノ村，ヴォルシノ村（ダーニのみ），イ  

エグレヴォ村だけとなる。この原因は，耕地の荒廃と，それによって引き起こ  

された農民の貧困化，農民の逃亡などであった。以上の点は帳簿中に記載され  

ているものであるが，そのほか1583年12月29日何でイワン4世がイグナー  

チーと副書記スヴォルに宛てた証書中の，当該修道院長エフイ・－ミーの訴え部  

分にも，耕地の荒廃の原因を示す記述が見られる。そこでほ，耕地の荒廃の原  

因として，ベルコヴォ村とその部落については，派遣された者 noc瓜HHHKH と  

通過者 ⅢpOe3〉KHe』旧AHの不法行為が挙げられており，スキルマノヴォ村，べ、・・・・・  

り村とマモシノ村及びそれらの部落についてほ，クリミア汗国の人々の到来の  

ために，村や部落が焼き払われ，農民が捕虜として連れ去られたためとされて  

いる。訴えほ，そのために「生きている」耕地と「荒廃している」耕地の測量  

と記録を改めて行ってほしい，というものであった。33）   

この訴えとは別に，1586年7月24日にウスペンスコエ村とスドニコヴォ村  

の農民の訴えに基づいて，修道院長エフイ、－ミーと修道院内の修道士によるソ  

ハー数の変更が決定されている。34）訴えに拠ると，この二つのヴォロスチは，国  

税のために荒廃してしまった，ということである。この訴えをうけての決定に  

よって，ウスペンスコエ村とスドニコヴォ村については，貧困であるというこ  

とで，ソ・－シノエ・ピシモ、－を引き下げ，その引き下げ分についてほ，生きて  

いるゲィチがやや満ちており，農民も生計が成り立っているというので，コソ  

ドラトゲォ村及びイワノフスコエ・クトウゾヴォ村の農民とシエスタコヴォ村  

33）〔1〕∧』3L73  

34）〔4〕入垣9   
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の農民に課されることになった。すなわち，ウスペンスコエ村は1／2ソ／、－か  

ら1／3ソハ・一に，スドニコヴォ村ほ1／3ソハーから1／4ソ／＼－・ に引き下げられ，  

コソドラトヴか村及びイワノフスコエ・クトウゾヴォ村ほ．，これまで別々のも  

のであったのが叫つにまとめられて，1／4ソハ1・・・・・から1／3ソ／＼一に，シエスタコ  

ヴォ村ほ，イヴァソ・カダシヱ．フの二つの部落を追加された上で，1／8ソ／、－・か  

ら1／4ソ／＼・一に引き上げられたのである。併せて，この時全ての村についてソ  

ノ、－数が確認されている。   

しかし，このような措置にもかかわらず，依然として－・部未納という状況に  

は変化がないばかりか，むしろ深刻となり，1587年度にほ，コソドラトヴォ村  

とイェグレヴォ村だけが完納という状況であった。35）とりわけ1588年度の  

ダーー・こ＝とポロニヤニーチニエ・ジューニギの徴収に関しては，一・部未納が目立っ  

て多い。36）レストヴィツイノ村でほ．，新しい収穫まで期限が与えられて，農民が  

食料を得るために出かけていったり（5人），知らせることなく，四散してしまっ  

たため，税の徴収ができず，恐らくは，修道院側がライ麦の収穫と播種を行う  

という状態であった。同年度には，このような例が他の村でも多く見られ，イ  

ワノフスコエ村でも，農民が食料を得るために四散した（11人），という記述が  

みられる。同村では，史料が手元にないため，直接確認することほできないが，  

当該修道院の収支帳に依拠したシチェーベトフによると，残った農民達の間で  

も，大部分が貧しく，家畜も少数で，穀物もわずかしか播種されないか，全く  

播種されないということで，新しい収穫まで何も食べるものがなく，生活必需  

品も乏しいという状態であった，37）という。1589年度にほ，レストゲィツイノ村  

で，耕地が荒廃し，貸し出されているというので，徴収分の一周ちが返却される，  

という状況も生まれている。同年度には，耕地が貸し出されているという例が  

目立って多く，当該プリカースの中では，7村のうち，レストゲィツイノ村を  

も含めて，6村でそのために税を徴収できないという状態に陥っているし，そ  

のうちの1村では，耕地に潅木が茂っているという状態であった。さ8〉  

35）〔4〕他11  
36）〔4〕∧垣15  
37）〔25〕cTp97  

38）〔4〕∧垣17   
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このような他村の状況と比較して，イエグレヴォ村だけが，確実に納入して  

いるのは，後述するように，同村がオブローク村として，そのヴィチ数と比べ  

てソノ、－数がきわめて低く押さえられていたためだと考えられる。   

上述のように，国税の徴収に当たっての課税単位はソハーで，記載形式は，  

後述するオ・ブローク等の修道院に対する負担とほ違って，「郡」毎になってい  

る。39）が，「郡」毎にさえなっていない場合もある。40）その上，ボロバノヴォ村の  

ように，修道院に対する負担に関わるゲィチの計算に当たっては，1592年7月  

30日以後ウスペンスコエ村及びラグチノ村と－・括して扱われながら，41）国税の  

徴収に関係するソノ＼－数の計算に当たってほ，1585／86年以後ⅠⅤのプリカース  

に属しているノ・－ヴォエ村及びニコリスコエ村と－・括して扱われている42）と  

いうことで，前述の徴収状況に触れた際にも，また後述する当該プリか－スの  

国税負担額の検討に際しても，除かざるを得ないような例もある。また，レス  

トヴィツイノ村の場合，ソハー数の計算に当たっては，恒常的にアヴドティノ  

村が含まれているが，1592年11月23日の帳簿でほ，リトヴィノヴォ村とヴォ  

ルシノ村をも含んだものとなっている。43）同村の場合は，リトヴィノヴォ村が  

どう関わっているのかについて不明であるが，ヴィチ数の計算に当たっても，  

1592年7月30日以降，ソハー数の計算に当たってと同様に，ヴォルシノ村とア  

ヴドティノ村を含んでいる。44）ただ，1592年8月5日何の干草刈り入れの記録  

でほ，ヴォルシノ村の〒草中にリトヴィノヴォ村のヴォロク「郡」例の部落名  

が見え，45）ヴィチの計算に当たっても，リトヴィノヴォ村を含んでいたと推察  

される。が，リトゲィノヴォ村の場合は，リトヴィノヴォ村そのものはヴォロ  

ク「郡」に属し，ヴォロク「郡」内にも付属する部落が存在するものの，同村  

笹付属しつつ，ベルコヴォ村と一・体となっているルザ「郡」内の部落も存在す  

39）〔4〕他5～8，23本稿でも，「郡」という表記を行っているが，これは．前稿でも触れ   
たように（〔12〕を参照されたい），ロシア語の「ウェースト，ye3山 を日本語の郡とその   
まま訳してもよいかどうか，疑問に思うからである。  

40）〔4〕∧垣11，14，15，17  

41）〔4〕♪也21  
42）〔4〕∧垣9  

43）〔4〕∧垣23  
44）〔4〕∧垣21  

45）〔5〕∧垣3   
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るという，その帰属をも含めて，複雑な様相を呈しているだけでなく，国税の  

徴収に際しても，前者と後者とでは別個にソノ＼－数が計算されているという複  

雑さであった。46）コソドラトヴォ村には，1585／86年以降ソ／、－・数の計算に当  

たっては，上述のように，イワノフスコエ・クトウゾヴォ村が含まれており，  

ゲィチ数の計算に当たっても，1592年7月30日以降同様の措置が採られてい  

る。47）   

なお，ソハ・一数について気付くことほ，イエヴレヴォ村のソノ＼－数が，ヴ ィ  

チ数が18であるにもかかわらず，前述のように，（1／2×1／2×1／2×1／3＋1／2×  

1／2×1／2×1／4：）ソ／＼・－ときわめて低いものとなっていることである。この場合，  

1ソハ、－＝50ヴィチでヴィチ数に換算すると，48）（3．5＋9／16）ゲィチとなり，  

18ヴィチとほ全く一・致しない。一・致しないのほ他の村についても同じである  

が，イユグレヴォ村の場合にほ，その道いがはなほだしい。これほ，後述する  

ように，イェグレヴォ村がオ・ブローク村であったことによるものであろう。  

Ⅴ  

領主である修道院に対する農民の負担の第一・としては，まずオブロ1・－クを挙  

げなければならない。オブロークは，ラッポ・ダニレフスキ・一によると，もと  

もと私領地経済において生じた民事的な契約関係で，古くから知られていたも  

のであった。49）当該修道院でも，早くから行われていたであろうが，史料的に確  

認できるのほ，1573年度からで，以後1574年度，1575年度，1579年度，1581  

年度，1587年度，1589年度のものが存在している。50）最後の帳簿は，オブロー  

ク以外の負担が大部分で，オブロ㍉－クに関しては，部分的でしかない。が，ラッ  

ポ・ダニレフスキ1一の指摘のように，1581年度の帳簿中に，「オブロ、－ク状に基  

46）〔4〕∧垣5－9，11，14，15，17，23  
47）〔4〕他9，21  

48）ゲィチとチヱトヴュルチとの関係は．，対象となる耕地が，世俗領であるのか，聖界領で   

あるのか，黒土であるのか，大侯領であるのかによっても，また土地の肥沃度によっても   
異なるが，ソハーとゲィチの関係は1ソハー＝50ゲィチと不変である。  

49）〔20〕cTP．21  
50）〔4〕∧』1→4，10，18   
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づいて」≪noo6poqHO疏rpaMOTe≫徴収された，という記載であるとか，オブロー  

クとして貸し出され，以後年にいくらのオブロー・クが支払われるべきかの指示  

の後で，「この荒地に対する証書が与えられた」≪皿aHa只HM rpaMOTa＝a TOe nyCTaT只  

AaHa≫との記載が見られる。51）しかしながら，オ・ブロー・クには，個々の農民ない  

し集団としての農民に個別に課されているオブロークでほなく，村ないし部落  

全体に課せられているオブローク，すなわち領主としての修道院が農民に対す  

る共通の負担として課して－いるものもある。   

このような意味合いを持つオブロ、－クほ，オブロ1－クが私的な契約関係の意  

味にではなく，国家的・財政的目的をもって適用され，国家的税としての意味  

合いを持つようになってきたことと関連がある。チャグロ、－・に代わって，つま  

りダーニに代わってオ・ブロークが課せられるという例が見られるようになって  

くるのである。本来オブロ、－クの支払いを課されていたのほ荒蕪地に関連して  

いる場合であった。荒蕪他の開発にほ，オ・ブローク支払者（オブローチニク06po・  

リHHK）の一・定の労働と資金の投入が必要であり，そのための出費が報わ  

れるにほ，充分な時間を要したため，オブロ、－クはチャグローよりも軽微であ  

ることが多かった。そのため，しばしば修道院への特権として，ダ、一こを負担  

する代わりにオブロークの支払いで済ませるという場合がでてくるのであ  

る。52）   

オブローク帳簿を読んでみると，多くの村ないし部落に関しては何の形容語  

も付されていないのであるが，部分的に，シチェーベトフも指摘しているよう  

に，53）ォブロークを支払っている部落ないし村にオブローク部落とチャグロー  

部落ないし村の区別Jが存在していることに気付く。54）1575年度の場合には，オ  

ブローク徴収額が日を追って記載された後，最後に，「チャグロー及びオブロー  

ク村及び部落から総額で140p‖22a．2Åのオブロ・一クを徴収した」≪H BCer・0  

06poKyB3椚O C Ce＾＝3AePeBe＝bCTRrnblX＝06poq＝♭1X140py6JleB＝22aJITbl＝a  

2皿eHbrH．≫，とまとめられている。55）と同時に，「非免税荒地から貸し出され，  
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ダ・－ニに算入されているから」≪・い‖・”nOTOMy，LuTO＝M且aHOCnyCTOLue釣HeTOpXaH－  

HblX，BBOpOqeHOHM BDaHHl≫という理由で，オブロ－クを徴収していない事例に  

も出会う。56）また，1579年度の場合，チモシェヴォ村のように，貨幣支払いと共  

に，小麦も支払っている場合もあるし，また，プリンコヴォ村の大侯の農民か  

らラキチンスカヤ・ヴォロスチの荒蕪地ラズヴォザヴァに．対するオブロークが  

徴収されている場合もある。57）チャグロー部落の存在は，修道院に対する免税  

状の交付時期と，いつその土地が修道院領となったのかとも関わっているであ  

ろう。オブローク部落は新規に開発された部落であろうと思われる。が，前述  

のように，この区別が何に基づくものであるのかはほっきりしない。   

また，イリイツインスカヤ・ヴォロスチのセルコヴォ部落の農民ミクラ・ク  

ニギンのように，土地のある部分からはオブロ・－クを支払い，他の部分でほチャ  

グローを負担しているという場合も見られる。58）このような場合は，オブロー  

ク関係にあるのが，国家と農民ということがほっきりと示されているが，この  

関係が，修道院となるのか，国家となるのか，という点が明確ではない場合も  

あり，オ・ブロークについてほ，複雑であると言わざるを得ない。   

さらに，修道院が，修道院のために労働を行った人々，手工業者，ジェチョー  

ヌイシ等に支払う金銭についても，オブロークと呼ばれている点に，注意しな  

ければならない。59）この場合，その基礎に契約関係が存在していることほ，修道  

院によるオブロークの支払いを記録した文書中に，支払い金額と並んで，その  

人物の保証人が明記されていることからも，推察できることであり，明らかに  

上述のオブロークとほ，オブロークという表現が使用されながらも，内容的に  

はっきりと区別できるものではある。   

このように，オブロークという言葉によって意味されている内容ほ，棲めて  

広範囲なもので，－・括して扱うことはできない。いずれにしろ，修道院への隷  

属者に対するオブロ、－クの支払いは別として，オ・プロ、－ク帳簿を分析する際に  

は，オブロ、－クという同一・の表現が使用されているとしても，村ないし部落が  
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全体として修道院にオ・プロ・－クを課せられ，支払いを行っているのか，それと  

も個人ないし集団として農民が個々に修道院に対して荒蕪地の利用等の代償と  

しでオブロ1－クを支払っているのか，という点に注意を払うことが要求されて  

いることを無視してほならないように思われる。   

それでほ．，農民は，どの位のオブロークを負っていたのであろうか。オブロ1－  

クの支払いは通常貨幣で行われ，その畳は1ゲィチ当たりいくらの金額，とい  

う形で示されているが，その大きさは一層しておらず，かなりの幅がある。し   

第5表 1ヴィチ当たりのオブローク徴収額  

村  落  名   1573   15－75   1579   1587   1589   

ウスペンスコエ村  1／4p  1／4p  

カルポウォ部落  1／4p  1／4p  

ネフェトヴォ部落  05p  

ラグチノ村   1／4p  1／4p  

ホ ロ バノ ヴォ村  1／4p   1／4p   1／4p   

シエスタコケォ村  7a  

グルヒノヴォ部落  25a  25a  25a  

ミンネヴォ部落  1p  1p  1p  
ロスポビ／部落   40a  

ベルコケォ村  7a4且  

ヴォロトヴ7部落  

リトヴィノヴォ村   

コントラトゲォ村  7a   7a  

フィラトゲォ部落  

イワノフスコエ村   1p   1p   1p  

レストゲィノイノ村  1／4p  1／4p  

ヴォルンノ村  6a  

クノ†ユダォ部落  48a③  

アグトティノ村  

リトゲィノダォ村   1／4p  1／4p  

クリゴロヴォ部落  20a   26a4皿   

イエグレヴォ村①  25a   25a   25a   25a  25a   

イユダレヴォ村②  25a  1p   1p   1p   1p   

〔典拠〕〔りN旦ト4，10′18より作成。  
〔備考〕（Dイェグレグォ・コンキノ村である。  

②イェグレグォ・ブストーエ村である。  
③新参農民に対しては16a45皿 となっている。   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



16世紀末イォシフオ・ヴォロコラムスキー修道院領における農民負担 －β7一  

第6表 オフロークの徴収額  

村  落  名   1573   1574   1579   1581   1587   1589   

ウスペンスコエ村  4p31a毎  1p⑧   

①  

カルポヴォ部落⑲  O 5p 05p  

ネフェトヴォ部落  15p  

ラグチノ村  1p2al几  

ポロパノヴォ村   2p8a2皿  

シエスタコヴォ村  
3p 12a 

グルヒノヴォ部落⑩  15p  15pp 1 jp 

ミンネヴォ部落  2p  2p  2p  

ロスボビノ部落   10a  

ベルコウォ柑  2plOa   ③  

ヴォロトケァ部落  1p⑨   

リトゲィノダォ村⑪   

コントラトゲォ村  

フィラトゲォ部落  

イワノフスコエ村   4p25a   5p25a   8p 2a   7p25a①  

レスヤヴィノイノ村  05p⑥  

グォルン／村  3a  

クジャエヴォ部落  46a2A⑤  

7ヴトティノ村  20a  o 5p O 

リトゲィノケォ村⑩  3p6a2几  

グリコロウォ部落⑲   20a   20a  

エイサレヴォ村⑬  5p 8a2且  5p 8a 2A  11p   12p   8p2r   10p23a   

イユダレヴォ村⑩  3p  4p   4p   4p   4p25a   

合  計  26p   26p6a 5几  40p1a  2紬28a4几  23p15a  17p14a4  
A   

〔典拠〕〔りN旦1－4，10，18より作成。  
〔備考〕①一部未納がある。  

②一・部徴収免除がある。  
③修道院長の指示によって徴収されなかった。  
⑥非免税の荒蕪地からなり，ダーニに算入されているため，徴収されてし・ない。  
⑤このうち24aはフェチカとイストマから，22a2且は新参農民から，そわぞれ徴収されたものである。  
⑥これは，荒蕪地セノダイエグγがオフロークとしてイヴァン・ソフォノフに耕地及び草地用に貸し出  

されて，徴収されたものである。  

⑦これは，アプト■■ティノ村の農民が，荒蕪地ラメニからのオフロークとして支払ったものである。  
⑧こわは ウスペンスカヤ・ヴォロスチのレリュシキノ部落の農民二人が，ベルコグォ村の荒蕪地コリャ  

キノの借用に対して支払ったオフロータの額である。その折，以後もこの荒蕪稚から1ルーブリザつ  

支払うようにと記載されている。   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



香川大学経済学部 研究年報 26  －β∂－  J9β6 

⑨こわは，ベルコ7スカヤ・ヴォロスチのイヴァソ・クラスノフが荒蕪地ヴォローウォの借用に対して  

オフ仁l▼－クとして支払った額である。  

⑲これはオフローク部落とされているものであるが，グルヒノウォ部落の場合，1574年以降については，  
オフロータ部落とはされていないノ。  

⑪リトウィノダォ村の部落のうちルザ「郡」に属している部分である。  
⑩リトゲィノヴォ村とリトウィノヴォ村の部落のうちヴォロク「郡」に属している部分である。  
⑬イユダレヴォ・コシキノ村である。  

⑭イエウレヴォ・ブストーエ村である。  

かも，オブローク農民の間でも，またチャグロー＼農民の間でも一・定でほなかっ  

た。最も多いのほ，0・25p“と4a・であるが，0。5p．，1p，という例も相当ある。  

当該プリか－・スの場合にほ，第5表のようになっている。年度順に．各ヴォロス  

チでのオブロ、－クの徴収額をまとめてみたのが，第6表である。   

この裏から判るように，当該プリか－スの場合，1ヴィチ当たりのオブロ、－  

ク徴収額は1／4pが一腰的である。オブロ・－・ク村とされているイェグレヴォ村  

の場合が，25a。となっているノ責ほ，後に触れるように，注意を要するように思  

われる。   

プリか－ス全体でみた場合には，1579年度の徴収額が1573年度及び1574年  

度の約1．5倍となっているほかは，1581年度，1587年度ともそう大きな変動ほ  

ない。が，個々の村ないし部落をみた場合ほ，かなりの変化を窺うことができ  

る。ウスペンスコエ村，ラグチノ村，ボロノバノヴォ村，シエスタコヴォ村，ベ  

ルコヴォ村，コソドラトヴォ村，レストヴィツイノ村，ヴォルシノ村と，オ■プ  

ロ・－クの徴収が記録されなくなり，1581年度，1587年度，1589年度となると，  

イエグレヴォ村とイワノスコエ・クトウゾヴォ村のほか，いくつかの部落にお  

いてのみオ‥ブロ・－・クの徴収が行われているにすぎないという状態に陥、つてしま  

う。しかも，これはあくまでもヴォロスチ内の一つないし三つの部落の1ない  

し2ヴィチからにすぎず，支払い人も特定の農民であって，オブロ㌧－クの対象  

となっている荒蕪地名が記載されているものである。1573年度からすでに特定  

の農民からのオブローク徴収が記録されているが，1581年度にはこのような事  

例が顔著となり，同年度以降は，村が全体としてオ・ブローク徴収の対象となる  

のは，上記二つの村のみとなっている。1589年度にはオブローク徴収の記録が  

あるのほ，イェグレヴォ村とベルコフスカヤ・ヴォロスチの荒蕪地ヴォロトヴァ  

及びコリャキノからのものだけである。   

このように，村ないし部落全体を対象とするオブロークの徴収は激減し，併   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



16世紀末イォシフオ・ヴォロコラムスキー修道院領における農民負担 －β9－   

せて，個々の農民を対象とするオブローク徴収も減少してくるのである。しか  

しながら，ここで注意しなければならないのほ，オブロ、－ク徴収に当たっての  

イェグレヴォ村の位置及びこれに関連してのオブロ・－クの意味と，オ・ブローク  

という表現ほほとんど使用されていないが，実質的には，それと同じ内容を持  

っ「荒蕪地からの貨幣」≪且eHbrHCnyCTOLUHblX3eMe月b≫，「ゼムレニエ・ジェ、－  

ニギ」≪3eM＾eHble皿eHbrH≫，「ブストーシニユ・ジェ、・－－－・ニギ 」 ≪nycTOluHble  

AeHbrH≫という表現が1587年度から登場しているという点の二つの問題である。   

前者についてほ，他の村と比べて，イェグレヴォ村の場合，先に触れたよう  

に，1ヴィチ当たりの徴収額も高く，総額も多い。しかも，一・貫してオブロ1－  

ク徴収の対象と．なっている。これほ，前述のダ・－ニ等の徴収の場合と大きな違  

いを示している。ダ、一二等の徴収が記録されるのは，オブロー・ク徴収の記録よ  

りも後のことであるが，イエヴレヴォ村ほ，タ㌧－ニ等の徴収の段階でも他の村  

とは区別されて，オブローク村という表現になっている。イユダレヴォ村のオ  

ブローク徴収額が，それまでの約2倍になるのが，ダ1一・ニ等の徴収が記録され  

る1581年度の2年前で，それ以後ほぼこの額が続くのである。そして他方，他  

の村でほ．，1581年度以降オブロ・－ク徴収が姿を消すようになっており，イエグ  

レヴォ村と比較して，ダ1一－－－・ニ等の徴収額ほ多いのである。そうなると，オ■プロ、－  

ク徴収帳簿に記録され，全村を対象として徴収されるオブロ・－クを，どのよう  

に理解すればよいのだろうか，という問題が出てくる。つまり国税としてのオ  

ブロークなのか，修道院への負担としてのオブロークなのか，それとも双方が  

混在したものであるのか，ということである。オブロークが，前述のように，  

早い時期にはオ・プロ、－ク村からも，チャグロー村からも徴収されていたことが  

明らかである点を考慮すると，一応，修道院への負担としてのオブロークであっ  

た，と推定してよいであろう。   

後者については，これらの貨幣の徴収ほ，1587年度の出納係ニキフォール・  

モーリンの帳簿では「荒蕪地からの貨幣」≪AeH♭rH C nyCTOInHblX3eMe此≫と表現  

されている。60）この帳簿を引き継いだ形になっている同年度の出納係エフレム  

の帳簿では，「ブストーシニュ及びオブローチニエ・ジュー・ニギ 」≪nycTOuJ－  

60）〔4〕J也ほ   
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HbleHO6poqH♭把脚b川≫という表現の下に，「ゼムレニエ・ジェ ーニギ」，「ブス  

トーシニエ・ジェニニ ギ」，「トラヴュニエ・ジェ ーニギ」≪TPaBeHble且eHbrH≫，  

「オブローク」，「ブストーシニュ及びトラヴュソニエ・ジュー・ニ ギ」，「プストー  

シニユ・ゼムレニエ・ジューニ ギ」等が徴収され「ゼムレニエ，ブストーシニ  

エ，トラヴェンニ・エ，オブロー・チニエ・ジェ、－・ニ ギ」として，60p・・16a・1Aい の  

収入があった。61）当該プリカースについてほ，ニキフォールの帳簿でほ，ベルコ  

フスカヤ・ヴォロスチで0．25p√．が，コンドラトゲォ村の農民から「ゼムレニエ・  

ジェーニギ 」1．5p．6a一が徴収されている。エフレムの帳簿でほ，プリカース単  

位に集計されており，修道士ニフォントがレストヴィツイノ村とベルコヴォ村  

から「ブストーシニエ・ジューニギ」3p′′8≠ を，ウスペンスコエ村とボロバノ  

ヴォ村の「ザカーズニエ・ツェログァー・リニキ」≪3aKa3HbleueJlOBaJ［bHHKH≫が「ゼ  

ムレニエ・ジェーニギ」4・5p・5a・5且を，シエスタコゴォ村のグビナ部落の農  

民が「ブストーシニエ・ジェ・－ニギ」42aを，ベルコヴォのリトゲィノヴォ地  

区の徴収人 360puユHKH であるプリスタニノ部落及びオスタヒノ部落の農民が  

15pを，修道士こフォントがベルコヴォ村で徴収した20a・を，レストヴィツイ  

ノ村から「プリカー・ズニエ・ツェログァーリニキ」2名が「トラヴュニエ・ジェ、一・  

ニギ」1p・20a・1トを，ベルコヴォ村の農民が，「耕作し千草を刈っている荒蕪  

地ヴォロトヴォからのオブローク」1p‖を，同部落の農民がウスペンスカヤ・  

ヴォロスチのネフェドヴォ部落で徴収したオブローク1．5p．を，コソドラト  

ヴォ村の農民が前年度の不足分05p．を（まだ10a．不足している），修道士ニ  

フォントが3つの荒蕪地からの「ブストーシニエ・ジェーニギ」24a．4Aけ を，  

それぞれ運んできており，0．5p．のオ・プロ・－クが「オ・ブローク書に基づいて」≪  

≪noo6poqHO疏naM椚＝≫イワソ・コイダシェフから徴収されている。この二つの帳簿  

に記載されている当該プリカース関係の金額を合計すると，18p・31a・3A・と  

なる。かなりの額である。オブロークと併せると，同年度の徴収額は，42p・13a・  

1几‖ となる。  

1588年度にも，「ブストーシニエ・ジェーニ ギ」の徴収が見られる。62）荒蕪地  

からの貨幣収入である。当該プリカースでは，全ての村が関係しており，ウス  

61）〔4〕∧垣13  

62）〔4〕他16   
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ペンスコエ村では4p小26aい毎と，それとほ．別に同村とボロバノヴォ村及びラ  

グチノ村とを併せて3p・4alを，シエスタコヴォ村では2p3“5a．と24a“を，  

ベルコヴォ村でほ3p・35a・2皿“（そのうち6a．2皿ほ菜園の種子せ購入するの  

に出費）と1p・と36aい3A・・（上れほ，逃亡した農民のダーニとして徴収）を，  

コソドラトヴォ村では58a・4且・・を，レストゲィツイノ村では1p・・8臥5皿… と1  

p‖12a」2且・を，ヴォルシノ村では28乱1A（そのうち4a2ル は菜園用の種  

子，ねぎ，にんにく等の購入に出費）を，イェグレヴォ村でほ0．5p・を，それ  

ぞれ徴収されている。合計すると，22p・・21a‖3几・となる。  

1589年度の帳簿にほ，オブロ・－クと明記されたものほ，前述のように，確か  

に少ないが，「ブストーシニエ・ジェーニ ギ」が多く記載されている。63）当該プ  

リカース関係でも，シエスタコヴォ村，コンドラトヴォ村，ウスペンスコエ村  

で「ブストーシニ、エ，ゼムレニエ，トラヴュニエ・ジェニギ」が ，それぞれ3p  

8a．2皿，1p，25a3且‖，4pl4a3ル（そのうち12aい2Aは当地の食卓に給す  

るための修道院の菜園用の種子の購入に向けられている）徴収され，ベルコヴォ  

村でも「ブストーシニエ・ジェ、－ニ ギ」が6pハ8aハ（そのうち6a．2A・ほ，当地  

で出費されている），レストヴィツイノ村でも3p・・26a．4且・それぞれ徴収され  

ている。ウスパ・ソスコエ村とレストゲィツイノ村については，再度の徴収があ  

り，その額ほ20aい5År と1p17a‖4Al・（そのうち11aほ当地で使われている）  

であった。合計21p・5a転 となり，先のオブロ、－クと併せると，38p．20a．鉱  

となる。   

以上，1587年度から1589年度までの「ブストーシニエ・ジコ∵－ニギ」，「ゼム  

レニエ・ジェーニギ」等を，オブロークと同じ内容を持つものとして検討を加  

えてきたが，これほ，オブロークが本来意味するところに基づいたものである。  

この点は，ベルコヴォ村の荒蕪地ヴォロトヴォからの徴収に如実に示されてい  

る。ここからの徴収ほ，1587年度，1589年度ともオブロークと表現されている  

が，その場合でも，先に触れたように，「耕作し，干草を刈っている荒蕪地ヴォ  

ロトヴォ」となっており，1588年度の帳簿では，「97年（1589年一引用者）4  

月20日より荒蕪地からの貨幣が徴収されている」という脈絡の中で記録された  

63）〔4〕∧垣18   
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ものである。この表現と額似した，「耕地を春蒔き畑用に貸与した」≪o一皿aBa刀  

3eMnfOnOA叩b≫，「それを耕作し，革を刈っている」≪nauleTe只HCeHa≫，「春蒔き  

穀物用，ライ麦用及び草地用に貸与した」≪0T且a8aJIHnO且RpbHⅢOA pO〉KbH CTPa－  

BOK）≫との表現が，「プストーシニユ・・ジェ・－ニ ギ」等の徴収の際にしばしば見ら  

れるのである。64）と同時に，領主としての修道院に対する領民全体が負ってい  

る負担というものではないことも明らかである。オブロ－クという表現が使わ  

れていないノ引こ，具体性が現れていると同時に，修道院に対する農民の負担の  

当時の過渡的な状況が，反映されているように思われる。   

つまり，1581年度以降ダーニ等の徴収が行われ，他方でオブロ、－クの徴収に  

ついてほ，農民の貧困のために徴収されていない例であるとか，未納ないし一・  

部を徴収していない例，新しい収穫まで期間を与えている例が増加し，そのよ  

うな事例がとりわけ多い1587年度以降，いわばそれに代わる形で「ブストーシ  

ニエ・ジェ・－ニギ」，「ゼムレニエ・ジェ・－ニ ギ」等を徴収するという状況が生  

じてきたのである。  

1589年度のオブローク徴収の後，翌年度以降ほその記載がなくなり，代わっ  

て穀物の播種量，収穫量，打製量，〒草の刈り入れ量を記録した帳簿が登場す  

ることになる。  

ⅤI  

「7099年口月10日」には，修道士ミサイル・へズニンの「吟味と指示により」  

イォシフオ・ヴォロコラムスキー修道院領では，農民によって「古い耕地」が  

耕作されている。すなわち，これに先立って，オブロークを支払う義務を負い，  

ヴィチ単位で貨幣を納めなければならなかったオブローク部落からの貨幣によ  

る支払いが解除されて，耕地を耕作するよう命ぜられ，耕作可能な荒蕪地につ  

いてほ，耕作されるべく貸与され，貨幣が徴収されていた荒蕪地については，  

収穫の1／3，1／4，そして最も劣悪な荒蕪地からは1／5の徴収を条件に耕作のた  

め貸与されること，干草用の荒蕪地についても，刈り入れた干草の1／2，あるい  

64）〔4〕∧垣16   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



16世紀末イォシフオ・ヴォロコラムスキー修道院領における農民負担 －93－   

は1／3の徴収を条件に貸与されることとなり，貨幣の徴収は廃止されることに  

なったのである。65）   

このような修道院側の措置ほ，どのようなことを意味していたのであろうか。  

また，なぜ修道院ほこのような措置を採ったのであろうか。   

シチェーベトフは，修道院側の経営政策の変更であって，従来の固有の耕作  

地を設定せずにオ・ブロークを課すという政策から，固有の耕作地の設定によっ  

て，農民負担を貨幣によるオブロ・－クから賦役に切り換え．たものであり，この  

ような措置が採られたのほ，1591年頃であると，と考えている。66）   

最初の点について，シチェ・－ベトフほ，以前貨幣を支払っていたオブロ、－ク  

農民が，新しい耕地を，「関田デシヤチ、・－－－・ナで新しい分与地」を，「新たに追加  

された耕地」を耕作し始め，森林を伐採し，「関田を切り取っていった」と捉え，67）  

かつてのオ∵ブローク農民のみが，「新しい耕地」での賦役に当たることになった，  

と解釈しているように思われる。この場合，修道院固有の耕作地というのは，  

「新しい耕地」だけということになる。が他方で，べズニソの指示中に見える  

全ての対象が賦役を課せられた，と捉えているようにも受け取ることができる。  

実際に賦役の対象となった耕地は，帳簿の上で二種類あり，「修道院の古い耕地」  

あるいほ「修道院の古いデシヤチh・・－－・ナ 」と「オープロ・－ク農民の耕作する新しい  

耕地」で，加えて，荒蕪地が収穫の一・部を納入することを条件に農民に貸与さ  

れたのである。「新しい耕地」は，その－・つでしかないし，全面的に賦役への移  

行が行われたわけでもない。   

それでほ，これらを全て新たに設定された「修道院固有の耕作地」といって  

いいのであろうか。問題は，①どのような耕地が賦役の対象とされたのか，そ  

れと関連して，②賦役に当たった農民は，どのような農民であったのか，③貸  

与された荒蕪地をどう捉えるのか，という三点にわたっているように思われる。  

①については，賦役の対象となった全耕地の確認，貸幣オブロ・一ク徴収の対象  

となっていた耕地と賦役の対象となった耕地との対応関係の確認等を行うこと  

が必要であろう。ただ，オブローク帳簿には，確かに，前述のように，オブロー  

65）〔4〕∧垣19  

66）〔25〕cTP100  
67）〔25〕cTp101   
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ク部落という表現が見られるが，このオブローク部落と，ミサイル・べスニソ  

の指示の中で言われているオブローク部落とが同一Lのものを指しているかどう  

かの判断はむずかしく，賦役の対象とされた耕地を具体的に確定するにほ，史  

料的に困難であると言わざるを得ない。②についても，史料中に賦役に関わっ  

た農民が具体的に言及されているわけでほないので，確認することはむずかし  

い。③については，以前「プストーシニエ・ジェー・ニギ」を徴収されていた荒  

蕪地が，賦役への移行後，どのように扱われたのか，という点も検討されなけ  

ればならないであろう。   

後者については，どうだろうか。ミサイル・べズニソの指示を示した後，当  

該史料にほ，  

古い耕地で，オブロ㌧－・ク支払いの義務を負っていた部落で，今や修道院の  

ために耕地が耕作された。耕作可能な荒蕪地ほ，収穫の一部支払いを条件  

に貸与されている。古い耕地で，オブロー・ク耕地で，収穫の一・部支払いを  

条件とするところで，どのような春蒔き穀物の種子が播かれ，干草用荒蕪  

地がどのように貸与されたかについては，正しく別々に帳簿が作成されて  

いる  

という記述があり，続いて，断片的ではあるが，村毎の春蒔き穀物の播種量が  

記載されている。68）従って「7099年□月10日」ほ，ミサイル・べズニソの指示  

が出された後で，かつ春蒔き穀物播種後ということになる。春蒔き穀物の播種  

後という点については，断片的に残っている史料の中から，比較的原形を留め  

ているクリヤノヴォ村とズボヴォ村の播種量と，1590年12月26日付けで賄方  

ゲルマン・チニグロコフがミサイル・べズニソに宛てた当該修道院の村々での  

播種用及び飼料用穀物量69〉とを比較することによっても確認できそうである。  

この場合，時期的に考えて，ライ麦については1589年度の1590年8月に播種  

された畳を示し，春蒔き穀物については，どういう形で入手されたものである  

のか，不明な点は残されるが，播種用に残されている在庫ということになるで  

あろう。第7表を参照されたい。クリヤノヴォ村については，当初の予定より  
多少の変動があるが，新たに付け加えられた耕地を含んでいるためであろう。  

68）〔4〕∧塾19  

69）〔3〕♪也1   
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ズボヴォ村についても，そう大きな変動はない。とすれば，「7099年□月10日」  

ほ，1591年の5月10日またほ6月10日ということになりそうである。   

そこで，次にミサイル・べズニソの指示の時期を推定するために，1589年度  

から1591年度の関係史料を比較してみよう。1589年度にほオブロ㍉－クの徴収  

が見られる。1590年度にはオブロ・－・クの徴収も，穀物の収穫量についての記載  

も見られないが，春蒔き穀物の播種量については，前述のように，断片的には  

残されている。1591年度には春蒔き穀物の播種量，ライ麦の収穫量と播種畳，  

干草の刈入れ畳等の記載が見られる。70）1590年12月26日何の文書でライ麦の  

播種畳が把握されている点，1589年度のオブロ・－ク徴収が1590年3月25日に  

行われ，ブストーシニユ・ジェ・－・ニギの徴収が1590年4月20日から7月29日  

にかけて行われているが，1590年3月25日の記事中に「この荒蕪地からかれは  

以後1pずつ支払うべし」≪A BnePe皿AOBa一日HM O6poK C TOe nyCTO山H nO Py6－  

』旧訳・≫ 71）との記載がある点を考慮するならば，ミサイル・べスニソの指示が  

出されたのほ，1590年3月25日より後で，同年のライ麦の播種時点よりも前と  

いうことになるのでほないだろうか。そのため，本来ならば1591年に．入って行  

われるオブロークの徴収が実施されなかったのではあるまいか。従って，1590  

第7表クリヤノヴォ村とズボヴォ村での燕麦・ジ、－ト・小麦・あさの播種盈  

（1591年）（単位チエーゲェルチ）  

べ ズ ニ ソ の 指 示 中  1590年12月30日付の播種予定盈  

村  名  
燕 麦  ジ ー ト  小  麦  あ  さ  燕 麦  クート  小 麦  あ さ   

クリヤノヴォ村   
）160＋51  ）12・5  ）575十□  ）325＋ロ  田  田  四   

カグリ ノ 村  

合   計  575＋□  325＋□  180    45  

ズポ ヴ ォ 村  25   150  10  3  

〔典拠〕〔3〕N旦1と〔4〕N史19より作成。  

70）〔3〕∧』2－5  

71）〔4〕∧垣ほ   
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年度の収穫物に対してはどのような措層が採られたのか，という問題は残され  

るとしても，ミサイル・べズニソの指示が出されたのは，1590年の3月末から  

8月の間ということになる。   

いずれにしろ，先に見たようなオブロ1一クの徴収状況から判断する限り，修  

道院側としてほ，1581年頃からオブロークに代わる収入源を考慮しなければな  

らない状況に追い込まれていたことほ事実であろう。そこで修道院が採った措  

置が，従来の貨幣による徴収から，大部分は賦役へ，そして部分的には現物に  

ょる徴収へという農民負担の在り方の変更であったということだろうか。が，  

依然としてオブp、－ク徴収額の激減の原因ほ，耕地の荒廃による農民の疲弊と  

いう他ほはっきりしない。また，後に見るように，貨幣による徴収は，先のベ  

ズニソの指示が出された後も，相変わらず続いているのである。とはいえ，農  

民の負担の在り方に大きな変更が加えられたことほ明白である。  

ⅤⅠⅠ  

このような変更を受けた後，オブローク帳掛こ代わって「修道院の耕地」及  

び収穫の一部からの生産物の支払いを代償に農民に貸与された荒蕪地でのライ  

麦，春蒔き穀物の播種量，収穫量，打穀畳を記載した帳簿が登場することになっ  

た。このような帳簿は，1590年度～1593年度，1598年度，1599年度について  

存在しており，1591年度の帳簿は，春蒔き穀物の播種量，干草の刈り入れ量，  

ライ麦の収穫量，打穀畳，播種量を，1592年度のものほ，春蒔き穀物の収穫量  

及び打穀畳を，1593年度のものは，春蒔き穀物の播種畳，干草の刈り入れ量，  

ライ麦の収穫量，打穀量，播種畳，春蒔き穀物の収穫量，打穀量を，1598年度  

のものは，ライ麦の収穫量，打穀畳，播種量と春蒔き穀物の収穫量，打穀畳を，  

それぞれ記録し，1599年度のものは，春蒔き穀物の播種見積もり書となってい  

る。72）本稿でほ，1590～1593年度のものを利用したい。   

なお，収穫・打穀帳簿は，当時行われていた三園制において，同一・耕圃での  

播種・収穫量を示すものではない。各帳簿に示された播種・収穫を，春蒔き畑，  

72）〔3〕入垣1～14   
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〔典拠〕〔3〕N旦1，2，5～7，10，11より作成。  
〔備考〕下線部について，★の位置，つまり最初にある場合は播種量，後にある場合は収穫卦打穀量が帳終よ  

りわかることを示している。  

第1図 帳簿に示された播種・収穫の耕国関係   

冬蒔き畑，休耕地の三つの耕圃に当てほめてみると，第1図のような関係になっ  

ている。したがって，同一・耕圃での播種畳ないし収穫量の比較を行ったり，各  

耕圃間の播種量ないし収穫量の比較を行ったりすることはできない。   

修道院に対する負担ほ，1592年頃からは，プリか－ス毎に記載されるように  

なっているが，当該プリカースの場合，ライ麦及び春蒔き穀物に関しては，9  

つある村のうち，8つの村で「古い耕地」≪cTapaR na山…≫での耕作とされ，残  

るイェグレヴォ村についてはオブロ、－ク農民の耕作する「新しい耕地」≪HOBa只  

nalu冊≫，「新しい開墾地，追加された耕地」≪HOBbIe pO3CnaLuH，nPH6bI此Ha只na一  

皿H只≫ という表現がされている。「新しい開墾地」であるから，オブローグに拠  

るものとなっているのであろうが，これは，前述のオブロ1－ク帳簿において，  

この村が最後までオブローク徴収の対象とされていたことと完全に符号する。  

とはいえ，耕地に関して貨幣による徴収が廃止された後も，「オブローク」とい  

う表現が使われていることは一＼見奇妙な印象を与える。「オブロ、－ク農民」とい  

うことに，別の意味が付与されているのであろうか。シテェー・ベトフに拠ると，  

「新しい耕地」の耕作を行うオブローク農民の場合は，修道院の種子を播いて  

いた，ということである。‘73）しかしながら，これほ，「新しい耕地」だ桝こ当て  

はまるものではなか、つたのでほあるまいか。収穫時の帳簿をみる限り，「古い耕  

地」でも播種用の種子が考慮されているのである。74）   

農民に貸与された荒蕪地についてほ，従来と同じく，耕地と草刈場として利  

用されるために貸与されているのであるが，収穫の1／3，1／4を納めることとさ  

73）〔25〕cTP102  

74）〔3〕ノ也1，5，10   
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れ，どの荒蕪地で，誰が，何を，いくら播種したかが記録されて，修道院に送  

られていた。75）いずれにしろ，「古い耕地」，「新しい耕地」，貸与された荒蕪地で  

の播種量は，いずれも修道院側で把握されていたのである。春蒔き穀物につい  

てほ，原則は，収穫の1／3，1／4であったが，折半という場合もあり，76）一つの  

村で，1／3，1／2という場合も，77）また，1／3，1／4，1／5，1／6という場合もあっ  

て，78）一・定しているという訳でほなかった。が，1593年度の収穫時にほ，1／4と  

一・定の大きさに／決められている。79）ライ麦についてほ，1591年度は1／3で，1593  

年度ほ1／4となっている。80）傾向としては，収穫物に対する徴収分の割合ほ，減  

少の方向に向かっていたようである。   

なお，農民に貸与された荒蕪地は，全ての村に存在しているのではなく，ウ  

スペソスコエ村，シエスタコヴォ村，ベルコヴォ村，コソドラトゲォ村，レス  

トダイ ソツイノ村，ヴォルシノ村の6つの村内であり，ヴォルシノ村について  

ほ，1591年度と1593年度の春蒔き穀物の播種時には，その記載がないものの，  

1593年度の収穫時にほ，収穫量が示されており，8り記載もれの場合があるよう  

に思われる。なお，収穫の－・部を代償に荒蕪地を耕作する場合にほ，農民ほ自  

らの種子を播いた，ということである。82〉   

それでほ，賦役ないし現物支払いへの移行ほ，農民の負担にどのような影響  

を与えたのであろうか。マニコ・－・フが作成した基本的な穀物の16世紀の価格の   

第8表16世紀70～90年代のヴォロコラムスクにおけるライ麦及び燕麦の価格（1チェト  

ゲェルチ当たりの価格をモスクワ・ジェーニガで表示）  

15L71  1573  1574  1575  1576  1577  1579  1580  1581  1583  1584  1585  田  田  四  1591  四  1594  田   

ライ麦    四  田  2、7  匹  匹  田  田  四  m  田  田  凶  田  m  田    匹  B   

燕 麦  

〔典拠〕〔22〕口p104→111（第1表）より作成。  
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策9－1表 「修道院の耕地」，農民への貸与地及び荒蕪地でのライ麦及び燕麦の播種量及  

び打穀畳  

1592年  

「修 道 院 の 耕 地」  農 民 へ の 貸 与 地  
村   落  名  

ラ  イ  麦   燕  麦   ラ  イ  麦   燕  麦  

打製盈①  播種盈①  …… 室・  打穀畳  打数盈  播種量②  播種畳  打穀盈   

ウ スペンス コ エ村  1875  675  855  40  39 25 

ラ グ チ ノ 村    3425  4425   
ポ ロ バ ノ ヴ ォ 村  185  605  815   

シ エ ス タ ±了 ヴ ォ 村  1935  78  13025   145  

ベ ル コ ケ ォ 村    935  14025  205  15125  24＋1／6   

コ ソトラト ヴォ 村  285  905  18   9＋1／6   

レストグィ ブイ ノ村  90  5525  71．25  26   23＋5／8   

ヴ ォ ル シ ノ 村  1395  415  58  1625   

イ・エ グ レ ヴ ォ 村  150  5425  655   

合  計③  1，4475  57525  8465  5025  11075  

第9－2表 「修道院の耕地」，農民への貸与地及び荒蕪地でのライ麦及び燕麦の播種盈及  

び打殺盈（つづき）  

1593年  

「修 道 院 の 耕 地」  農 民 へ の 貸 与 地  
村   落   名  

ラ  イ  麦   燕  麦   ラ  イ  麦   燕  変  

播種丑  打穀還  播種丑  打殺塁  播種盈  打数畳  播種盈  打穀盈   

ウスペンスコユ村  1J1 25 

ラグチノ村  93  

ポロバ／グォ村  120  

シエスタコヴォ村  180  

ペルコケォ村  2L70  

コソトラトゲォ村  

レストゲィノイノ村  175  54 25 

グォルシノ村  126  18   

イェグレヴォ村  160  

合  計  1亡45025  26025  
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第9－3表 「修道院の耕地」，農民への貸与地及び荒蕪地でのライ麦及び燕麦の播種塵及  

び打穀量（つづき）  

1594  

「修 道 院 の 耕 地」  農 民 へ の 貸 与 地  
村   落   名  

ラ  イ  麦   燕  麦   ラ  イ  麦   燕  麦  

打穀量  播種屋  播種盈  打殺量  打穀盛  播種畳  播種量  打穀丑   

ウスペンスコエ村  
ノーヴォェ部落  ）1675  ）70   田 田  
ストニコヴォ部落  6   

小  計   106 112 5 35 15 375 20 75 30 

ラ グ チ ノ 村  60   40   455  

リュバチノ部落  425  

呑まき耕閲   

小  計   4425  62  

ポロバノダォ村 ノーヴォエ部落  ）815  肝  田 135  1185  
オク ロ グ ォ 部落  325  

小  計   885  5775  935  1185  

13   

シエスタコケォ村 荒蕪地ザポリノア  い8775  四   

小  計   187L75  13   4   

ベルコヴォ村  18  3625  60   
荒蕪地ボルトニコケォ  
荒蕪地ユレチキノ  

四  ）995  

荒蕪地セリヴ7ノダォ  

荒蕪地こキトキノ  

荒蕪地ヴォロトヴォ  

プリスタニノ部落  

ゴルキ部落  

小  計   146  10475  150  18  36 25 60 

61  75④  8125  田  
コ／ドラトゲォ村 村内の荒蕪地 荒蕪地ラメニエ  

荒蕪地ポルノレグォ  

荒蕪地ヤトレニケォ  

トカノヴォ部落  

ポチノク部落  

荒蕪地フェフェロヴォ   、7   
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小  計   183   965  1405  1375  20   8125  13   

レストヴィツイノ村 荒蕪地チュルコヴォ  
70  

8   2825  315   

荒蕪地クラスコヴォ  

荒蕪地オシソキ  

村内の荒蕪地   

小  計   95 75 57 85  8   2825  315   

ヴォルシノ村 ジェチノエの耕地  ）635  ）45   66  73125  275  

小  計   63 5 45 6（i  73125  275  

イ ユ ダ レ ヴ ォ 村  131   68   1125  

合  計  1126  62325  9065  1064125    37625  106625  1665   

〔典拠〕〔3〕No5－7，10，11より作成。  
〔備考〕①嘩位ほ，いずれもチェヤヴヌルチである。  

②「農民への貸与地」での播種畳については，農民が播種した穀物のうち修道院の取り分となる数値で  

あり，農民が実際に播概している孟ほ，この数値の3倍以上である。  
③合計欄の数倍は，実際に合計した場合と異なっているものもあるが，史料中に記されている数値を衷  

にほそのまま掲載している。  
①これは，コントラトゲォ村で収穫されながら，ベルコフスカヤ・ヴォロスチから修道院に納入さわる  

ライ麦とさわている。  

変動表によると，ヴォロコラムスクでほ，ライ麦の価格に関して1583年頃から  

価格の上昇債向が見られ，1587年，1588年頃に1チェトゲェルチ当たり80几  

とど、－クに達した後，1589年にほ1チヱトヴェルチ当たり41几，1591年は50且 

1594年は22A．と下降傾向を示した後，1598年には35Aと上昇している  

（第8表参照）。83）修道院としては，ライ麦の価格が高い時にオブロ1－クから賦  

役への移行を考えていたようであるが，実際にほ移行後価格は下がることに  

なった。   

当該プリカースの場合，「古い耕地」及び「新しい耕地」を併せた「修道院の  

耕地」と農民への貸与地でのライ麦と燕麦の播種量・打穀量とを示した第9表  

とマニコーフの作成した穀物価格の変動蓑からの抜粋である第8表によって，  

「修道院の耕地」で収穫されて，修道院に入ったライ麦と燕麦を貨幣に換算し  

83）〔22〕cTp104～111参照。マニコーフは，燕麦とライ麦に止まらず，またヴォロコラム   
スクだけでなく，各種の穀物その他についても，ロシア各地の価格を蓑にまとめている。   
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てみると，1594年にほ，ライ麦の場合，打穀畳が1，126チェトヴュルチなので，  

22倍すると24，772且．となる。つまり，123p．28a4且‖ である。燕麦の場合，  

打穀量が1，064．125チェトヴュルチなので，20倍すると，21，2825且・で，106  

p13a“4血 となる。合計すると，230p．9a05ル である。これ以外の穀物  

の納入をも考慮すると，これ以上の収入に相当することになるが，この二つの  

穀物の貨幣換算額だけで，1589年のオブロ・－クによる収入額の約6倍となる。  

修道院が正確に播種畳を把握していることを考慮して，播種用の種子を農民に  

提供していると考えた場合にほ，84〉播種用の種子を除いた残りが，ライ麦につ  

いてほ約1／2強なので，61“5p・14a2ル 以上となり，燕麦については約1／3強  

なので，35p15a4A・以上となる。合計すると，96・・5pl30a・以上である。こ  

れだけで，約25倍となる。が，「修道院の耕地」，とりわけ「古い耕地」から  

の収入が，修道院領での貨幣オブロ・－クが廃止され，賦役に移行される前にど  

のような形態を採り，どの程度であったのか，という点が確認されない限り，  

ここでの比較は全く意味のないものとなってしまう。が，ライ麦価格の下落に  

もかかわらず，「修道院の耕地」の賦役への移行が，修道院にとっては有利な結  

果を生み出したということほ明らかであろう。   

そこで，次に，貨幣徴収から賦役への移行によっても，その耕地面積がほと  

んど変化しなかったであろう，イエヴレヴォ村を採り上げて，検討し，そこで  

試算される数値を元に，もう一・度「古い耕地」での問題に戻ることにしたい。   

オブローク農民の場合，前述のように，修道院の種子を播いていたというこ  

となので，1593年度については，オブローク農民（イ、エグレヴォ村の農民）か  

ら131チェトゲェルチのライ麦が徴収され，68チェトヴェルチのライ麦が播種  

にまわされているから，63チェトヴュルチが修道院側の純粋の取り分であると  

考えると，63を22倍して1，386凡となり，6p‖31aである。燕麦ほ112い5チェ  

トゲェルチが徴収されているが，播種量が記載されていないので，1592年度と  

同じ割合で播種されると仮定すると，約58チヱトヴェルチの燕麦が修道院の手  

元に残されることになる。これを20倍して，1，160且‖ となり，5p“26a4且‖ で，  

84）すでに述べたように，この点については，その可能性が高い。   
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党のライ麦の分と併せると，12p・24a‖2几 である。これほ，1589年度の当村の  

貨幣オブローク15p・・14a妬 と比較する時，他の穀物収入も考慮しなければ  

ならないとしても，負担は若干軽くなっているような印象を与える。穀物価格  

が低下した時期だけにり 結果的にほ，オブロー・ク農民にとっては，賦役への移  

行は有利であったとも考えられるが，修道院への隷属が強くなることを考慮す  

れば，この判断はむずかしいところである。   

次に，イユダレヴォ村の1592年以降のゲィチ数18を基礎に，異なる耕圃で  

の播種畳であるが，1592年と1594年の燕麦及びライ麦の播種畳の平均を求め，  

1ヴィチ当たりのそれぞれの播種畳を試算すると，それぞれ約4チェトヴェル  

チと約3．4チェトヴュルチとなる。この数値を，「古い耕地」に関係する村の  

1592年と1594年の燕麦及びライ麦の播種真に適用して，ヴィチ数を試算する  

と，燕麦の播種貴から出てくる数値も，ライ麦の播種貴から出てくる数値も，  

それぞれについては年による変動はそう大きくないが，相互の数値にほ，村に  

よって幅があるとはいえ，かなりのズレが見られる。85）しかも，この数値を1569  

年の時点での各村の耕地面積及び関田面積をゲィチ数に換算した数値（ここで  

ほ，チェトヴェルチ数が示されているので，普通の場合ほ16で除し，「中質耕  

地」の場合にほ14で険した数値）86）と比較すると，当然のことながら，一・般的  

には後者の方が大きくなる。が，コソドラトヴォ村のように，逝の場合も出て  

くる。そこで，算出された数億を，かつてオブロークが徴収されていた時の各  

村のゲィチ数（これは，後述する修道院による貸付に伴う返済の際に基準とさ  

れる各村のゲィチ数ともほぼ－・致する）と比較してみると，この場合には，逆  

に，「古い耕地」でのゲィチ数の方が大きくなる。「古い耕地」が，かつてオブ  

85）各村のゲィチ数は第11表に示したようになっている。また，同一・耕固でのライ麦と燕麦   

の播種盈を示している〔3〕他5と∧垣7をもとに本文のような計算を行うと，次のよう   
になる。単位はヴィチである。   
ウスペンスコエ村   

シエスタコグォ村   
ペルコケォ村   

コンドラトゲォ村   

レストゲィ ノイノ村  

86）この点については，  

119 2225  
4－4  13 25  

13 4 33 25 
4 9   71  

84  2525  

〔17〕〔24〕を参照されたい。   
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ロ1－クを徴収されていた耕地には止まらないことを示唆しているのであろう  

か。   

では，農民に貸与された荒蕪地は，かつて「ブストーシニエ・ジェーニギ 」  

を徴収されていた荒蕪地なのであろうか。「ブストーシニエ・ジェ、－ニ ギ」の徴  

収に当たってほ，通常徴収額のみが記録されるに止まり，例外的にヴィチ数が  

記載されていたり，荒蕪地名が記載されているだけなので，相互の関連を確認  

することはむずかしい。が，常識的に考えて，これまでオブロ1－クないし「ブ  

ストーシニエ・ジェーニギ 」等の貨幣支払いを代償に貸し出されていた荒蕪地  

が，収穫の一部を納入することを代償に貸与されるようになったものと判断し  

てよいであろう。   

第9表中の農民に貸与された荒蕪地での修道院側の取り分となる燕麦とライ  

麦の播種畳及び修道院側が徴収する打穀量と第8表とを参考に，1594年の修道  

院の徴収分について，燕麦とライ麦を貨幣額に換算してみると，燕麦は16p・21  

a‖4Åライ麦ほ13p10aI2且”となり，合計すると，29p・・32a‖ である。この  

金額ほ，先に触れた「プストーシニエ・ジューニギ」の1587～89年度の徴収額  

（18pい31a・3凪い，22p“21aい3几・，21p・5a・）と比較して，かなり増加したものと  

なっている。1589年の「ブストーシニエ・ジェ ーニギ」に， 明らかに荒蕪地の  

貸与によるオブローク収入とわかる貨幣額2p．を加えても，87）23pい5aで，増  

加していることに変わりがないが，ライ麦価格が1587年，1588年当時のもので  

あれば，4倍近く徴収しているということになるであろう。が，逆に農民側か  

らすれば，ライ麦価格の下落を考慮した場合，貨幣での支払いよりは有利であっ  

たとも考えられる。   

このように，賦役ないし現物支払いへの移行に限ってみた場合にほ，修道院  

側にとって確かに収入の増加をもたらし，農民の修道院への従属度をも強める  

結果になったであろうが，穀物価格の下落という状況の中では，必ずしも農民  

側に不利な影響ばかりをもたらしたとも言い切れない側面を持っているように  

思われる。  

8L7）この点については，先に述べた通りであるが，具体的には第6真の⑧，⑨の部分である。   
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だが，農民の修道院に対する負担ほ，以上に止まるものではなかった。羊の  

毛皮に代わるものとして，1ヴィチ当たり3Å．．の貨幣が，あるいは，糸の代納  

金とセットにされて1ヴィチ当たり8Aの貨幣が，貨幣オブロークと並んで，  

農民から徴収されていた。これは，1573年度，1574年度，1579年度のオブロ㍉－・  

ク帳簿の中に記載があるもので，88）それ以降については，不明である。   

また，先に触れたように，1590年頃の貨幣オブp・－クから賦役ないし現物支  

払いへの移行によって，農民は貨幣オブロークから完全に自由になったかとい  

うと，そうでほなかった。これほ，耕地及び荒蕪他に関係する場合に・限られた  

ものであ、つた。1595年1月6日の修道院長ヴァシアンの同意と修道院内修道士  

co60PHble CIaPublの助言に基づく修道士ミサイル・べズニソの決定89） を見る  

と，ミサイルほ，賦役ないし現物支払いへの移行後も，修道院のかつてのオブ  

ロ・－ク徴収に代えて，農民達から，それまでかれらが毎年，年に三度，すなわ  

ち聖母就寝祭（8月15日）には羊の代わりに，聖母祭（10月1針）にほバター  

の代わりに，主の降誕祭（12月25日）にほ去勢豚の代わりに，1ゲィチにつき  

年間合計して1pずつ提供していたものを，依然として徴収していたのであ  

る。この貨幣徴収の実態についてほ，刊行されたオブロ、－ク帳簿集の中に記載  

がないため，判断できないが，当該修道院領内の農民がこのような負担を負っ  

ていたことは，明らかであろう。   

そして，1595年のこの決定によって，1ヴィチにつき1pずつという貨幣徴  

収が廃止され，それに代わって，以前農民が修道院に提供していたように，1  

ヴィチにつき1／4p．ずつの貨幣，1チェトヴュルチずつの麦芽，1／2チェトヴュ  

ルチ（1オスミナ）ずつの小麦，そして1／4チェトヴェルチ（1／2オスミナ）ず  

っのあさを，農民に課したのである。農民は，麦芽，小麦そしてあさを聖母祭  

に，1ヴィチにつき1／4p。の貨幣を主の降誕祭に提供しなければならなかった。  

88）〔4〕∧垣1－3  

89）〔4〕∧』29   
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これほ，1595年の聖母祭と主の降誕祭にまず行われなければならないものとさ  

れ，以後農民ほ毎年以上のことを為さなければならないだけでなく，すべての  

ものを自分の荷車で運ばなければならないということになったのである。しか  

も，農民に対してほ，最上等の麦芽，小麦，あさの提供が義務づけられ，そう  

でない場合にほ，1チェトゲェルチの麦芽の代わりに2r小，1／2チヱトヴェルチ  

の小麦の代わりに5a‖，1／4チェトヴェルチのあさの代わりに2a．の貨幣が徴  

収されることになったのである。なお，修道院のためにこれ以上のいかなるオ  

ブロークも徴収してはならない，とされている。ただ，残念なことに，この負  

担分の徴収についても具体的に示している史料についてほ，未見である。   

また，前述のべズニンの決定の中にも触れられているが，べズニンほ農民に 

対して，「家畜の子」≪xHBO丁目HHO琉npHn瑚≫用に1ゲィチにつき3p．ずつ貸与し，  

カバラー を取っていた。これは，シチェーベトフによると，牛用に2p・を充て，  

1ヴィチに4頭の年で，1頭当たり0・5pずっ，5頭の雌軍用に0・5p，を充て，  

1頭当たり1トずつ，5頭の豚用にも0．5pを充て，1頭当たり1rずつで，  

一年間貸与され，農民ほ，この修道院の金で，「一▲年間自分のために商売を行っ  

たり，家畜を購入したり，あらゆる小営業を行う」ことができるというもので，  

－・年たつと，借金して「一年間修道院の外で生活した」農民ほ，4頭の牛に対  

しては1プードのバク・－を，あるいはその代わりに17a．4且．を，5頭の雌羊に  

対して1頭の去勢豚を，あるいほその代わりに11a．．を，5頭の豚に対して1頭  

の雄羊を，あるいほその代わりに4a．毎 を返済しなければならなかった。90）  

その際の返済期日ほ，やはり年3回で，雄羊分は聖母就寝祭（8月15日），バ  

ター分ほ聖母祭（10月1日），去勢豚分は主の降誕祭（12月25日）であった。  

ただ，金銭の貸与がなされたのほ，信用することのできる，馬や年，あるいは，  

大きくなくとも家畜を持ち，1ヴィチに3ないし4チェトゲェルチのライ麦を  

播種している人々であった。91）   

事実，1591年度以降の帳簿の中に，「雄羊代納金」，「バター 代納金」，「去勢豚  

90）〔25〕cTp103  
91）〔25〕cTLp104   
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代納金」の徴収に関する記録が登場している。92）それらの徴収に当たっては，各  

村のゲィチ数が基本となっており，個人単位とはなって－いない。しかも，1592  

年の徴収以降，各村のヴィチ数に変化がなく，それ以前にオブローク徴収に際  

して示されていた各村のゲィチ数とも，基準となる単位を設定する際の合体を  

考慮した場合，変化がないと言える。しかしながら，「家畜の子」用に金銭を貸  

与された農民のみが徴収の対象となっていることは明らかで，各村のヴィチ数  

が挙げられているからといって，全村に関係しているわけではなかった。  

第10表 雄羊代納金・バターイ℃納金・去勢豚代納金の徴収額  

1592  1593  
村 落 名  

雄羊代納金①  パタ1一代納金①  去勢豚代納金①  雄羊代納金  バター代納金  去勢豚代納金   

ウスペンスコエ村  3p18a 2A  13p14a15且  8p12a   3p18a15A  13p14a15A⑤  8p12a   

シエスタコケォ村  2p13a3且  9p 3a 2且  5p22al且  2p13a 3几  紬一弘15几⑥  5p22al皿   

ベルコケォ村  8p 4a15几  5p 2a   2p3a45A  

ゴルキ部落  ③  

コントラトゲォ村  

フィラトゲォ部落  ②  

レストゲイノイノ村   

イユダレケォ村  2p17a   9p18a   5p31a 5A  2p17a 2A  9p18a   5p31al皿   

合  計  16p 8a 2且  61p 8a45A  38p10a45A  16p 6a55A  61p 8a45A  38p 6a25月   

〔典拠〕〔4〕N旦21，22，24－26，28より作成  
〔備考〕①1ゲィチ当たり，雄羊代納金は5a－2且＝28且，バター 代納金は18a－2A＝106A，去勢豚代納  

金ほ11a ＝66A ずつ徴収された。  
②この部落の05ゲィチからの8a5Aほ未納となっている。  
③この部落の1／4ゲィチからのイヴァシコ・チモアェーエフの分1∂1A は兼敏収。  
①この貨幣支払いには，レストウィノイノ村のセメソ・チ・モフェーエフ，リトゲィノダォ村に属すゾレ  

ヴォ部落のセソコ・ヤコグレフ，ヴォルンノ村に属すベルン／部落のチモフェイ・アンドレ・－エフが  
当っている。  

⑤この支払いにほ，クスペ／スコエ村のイクナーいプァシリエフ，同村に屈すザルビノ部落のベルクー  
ン十・グリコリエフ，バラパノヴォ村のカルプ・イリイ／が当たってし・る。  

⑥この支払しにほ，シエスタコヴォ村に屈す†／コアスカヤ部落のラヴルシカ・チモフェエフとモスク  
ワ「郡」にあるグヒナ部落のマチエン1・チホノ7が当たっ■ている。  

⑦ペルコフスカヤ・プォロスチのリトウィノダォ村に属しているプリスタニノ部落のカルポウォの1／6  

ゲィチ及びゴノしキ部落のイワノダォの1／4ヴィチからは，合計7a25几が末徴収であった。  
⑧この支払いには，コ／トラヤヴォ村むこ属すゴリγイ部落のイヴァンカ・フォミソとイワノフスコエ・  

クトクノヴォヰ†のヴアスカ・アファナシエフが当たっている。  
⑨荒廃している1′4ゲィチからの2a4月＋ポルノカが未散収である。  

92）〔4〕∧垣21，22，24～26，28   
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「雄羊代納金」については1591年度と1593年度の帳簿93）が，「バク・一 代納金」  

については1592年度と1594年度の帳簿94）が，「去勢豚代納金」についても1592  

年度と1594年度の帳簿95）が，それぞれ存在しているが，1592年と1594年に徴  

収されたものであり，それぞれ同じ時期に貸付られたものの徴収に関わってい  

ると思われる。96）いずれの徴収も，プリカース毎に，村の（恐らくは村に属す部  

落をも含んだヴォロスチの）ヴィチ数と1ヴィチ当たりの徴収額を示した後で，  

その村での徴収額を記載し，最後にプリカース全体での徴収額が合計されると  

いう形式を採っている（第10表参照）。誰が納入したかが記載されている場合  

もある。先に述べたように，全村に関わるものではなく，個々の農民の負債で  

はあるが，年間合計するとかなりの額に達しており，ヴィチ単位での徴収で，  

しかもかつてのオ・プロ、－ク徴収の際の各ヴォロスチのヴィチ数にほぼ等しく  

なっている点が気がかりではある。   

刊行された経営文書の中には収載されていない史料を利用しているシチェ・－  

ベトフによると，このような農民への貸付が始められたのほ，1591年からであ  

るという。97）確かに，貸付金の徴収が記録され始めるのが，1592年7月30日何  

の文書からであるから，そのように考えることができる。また，この貸付けほ  

強制的な性格を帯びていたとのことである。98）いずれにしろ，1590～91年頃ほ，  

当該修道院の財政政策の上で大きな転換の時期であったと思われる。   

農民が修道院から徴収されていたものにほ，その他「フレーブニエ・ジェー・  

ニギ」≪x＾e6Hble且eHbrH≫，「セソニエ・ジェー ニギ」≪ceHHble AeHbrH≫，「ソロ  

ム＝Lエ・ジューニギ 」≪conoMHbZe AeHbrH≫，「ドロヴェニエ・ジェー・ ニギ」≪APOBeHbJe  

AeHbrH≫ といわれるものがあったが，1591／92年のべズニンの覚書の中  

で，先に述べた「家畜の子」の総額と共に，金額が記載されているだけで，そ  

93）〔4〕∧垣21，25  
94）〔4〕他22，26 
95）〔4〕∧垣24，28  

96）これほ，徴収の時期が8月15日，10月1日，12月25日と，先に述べたように，異なる   
会計年度になるため，ニつの年度に一応区別されるとしても，ここに指摘したように捉え   

るべきであろう。  
97）〔25〕cTP103  

98）〔25〕cTP104   
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の詳細については，わからない。99）が，1591／92年というべズニンの指示が出た  

後においても，さまざまな名目の下で農民からの貨幣徴収が修道院によって行  

われていたことを示唆するものでほある。また，修道院ほ，農民に対して，そ  

れを必要とする場合，春蒔穀物，主として燕麦とジー・ト XHIO の種子を貸与し  

ていた。100）が，これは，農民の修道院への従属を示すものでほあっても，修道  

院に対する農民の負担というものでほない。   

なお，『封建的土地所有及び経済文書集』第2巻中にも，修道院の現地に．おけ  

る行政担当者に対する農民の負担に触れているものがある。101）これは，ミサイ  

ル・ベズニソの時代に，当該修道院の所領内の全ての村々に宛てて出された指  

示状のうち，1591年9月9日何のボラシコヴォ村の農民に宛てられたものであ  

る。これによると，当村の農民ほ，修道院が派遣したプリか－ステクとクリュー  

チニクに対して，以下のような負担を負っていた。   

プリカー・スチクには，当村に着任の際に1戸当たり1且“ずつ（クリュ、－チエ  

クについても同様の額），祭日の際の負担として同じく1戸当たり主の降誕祭，  

復活祭そしてペテロの祭日にそれぞれ3Å．ずつ（クリューチニクには1且“ず  

つ），また，1ゲィチ当たりライ麦とジー・トをそれぞれ1オスミナずつ，燕麦を  

1チヱトヴュルチずつ，さらに，羊毛の代わりに，雌鶏の代わりにそしてバター  

の代わりにそれぞれ2皿，ずっ，復活祭に「宣誓老 ueJIOBaJtbHHK」に支払う税を  

2且．ずつ（クリューチニクにほ，その半分ずっ）を支払わなければならなかっ  

た。合計すると，年間1戸当たり14A，1ヴィチ当たり12且‖ と現物支払いを課  

せられて－いることになる。1戸が平均1／3ゲィチとして，102）1ヴィチには，3戸  

ということになるから，全ての負担を1ヴィチ当たりに換算すると，貨幣支払  

いだけで，5触，すなわち9aとなる。かなりの負担である。その上，当村の  

99）〔4〕∧垣20  

100）〔4〕∧』7  
101）〔1〕∧』391  

102）当時の農民の保着地ほ，1ゲィチに満たない零細なもので，1／4，1／3，1／8，1／6ゲィチ   
というものが多かった（〔25〕c叩98参照）。確かに，帳簿中に未納という形で現れる農   

民保着地の大きさは，平均して1／4ゲィチ（〔4〕地10）という場合，1／4，1／2，1／3ゲィ   
チ（〔4〕他15）という場合など，零細である。ここでは，1／3ゲィチとして計算したが，   

実際にはより小さな数値で同じような計算をしなければならないかもしれない。   
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農民は，プリカースに対して，裁判の折，馬の売買の折，建物の売却の折，婚  

姻の折にもそれぞれ一L定の貨幣を支払ったり，何がしかのものを渡さなければ  

ならなかったのである。   

以上の農民負担ほ，修道院の金庫ないし穀物倉に納入されなかったために，  

修道院の帳簿にほ記載されなかったのかもしれない。このような事情を考慮す  

ると，修道院の帳簿に略記載されていないが，実際にほ農民が修道院関係為に  

負担していたものが他にも存在していたという可能性もあるように思われる。  

この点についても，今後の検討が必要であろう。  

ⅠⅩ  

以上，農民の国家に対する負担と修道院に対する負担とを個々に検討してき  

たが，それでほ，農民は，一年を通して，どれだけの負担を負っていたのであ  

ろうか。   

この点ほ，国家に対する負担が農民全体に関わるものであるのに対して，修  

道院への負担の場合にほ，必ずしも農民全体に関わるものばかりでなく，個々  

の農民によってその関わり方が異なっている場合があるという点で，極めて判  

断のむずかしい問題を抱えている。例えばオブロ・一クの場合，オブローク村な  

いしオブローク部落についてほ，村ないし部落全体に関わるものであっただろ  

うが，それ以外の村ないし部落の場合には，個々の農民がオブロ・一クに関わっ  

ているのであって，村民ないし部落民全体が関わっている訳ではない。オブp・－  

クの場合，確かに村単位のヴィチ数が示されてオブロークの徴収が行われてい  

る場合もあるが，部落単位でゲィチ数が示され，個々の農民名が明記されてい  

る場合にも出会うことがある。また，オブロークの所で扱った「ブストーシニ  

エ・ジェ、－ニ ギ」の場合，これが徴収された結果修道院に運ばれてきた時にほ，  

金額と運んできた人物名が示されているが，徴収の際には，個々の農民名が明  

示されている。「ゼムレニエ・ジェーニギ」については， ほっきりと，「トリフォ  

ン（当時プリカースⅠⅠⅠの管理者）は，自己のプリカース内の全村で，必要とす  

る農民にゼムレニエ・ジェーニギ10 p．23a．2A を貸与した」と記載されている   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



16世紀末イオンフオ・ヴォロコラムスキー修道院領における農民負担 －JJノー   

事例がある。103）   

しかも，1581年度以降については，オブロ㌧－クの徴収が全村単位になってい  

るのほ，イェグレヴォ村以外では，イワノフスコユ・クトクゾヴォ村だけであ  

り，この村も1589年度のオブローク徴収に際しては，対象となってはいない。  

同年度の場合ほ，「ブストー・シニエ・ジェ・一ニギ」，「ゼムレニエ・ジューニ ギ」，  

「トラヴェニエ・ジューニギ 」の力がオブロ・－クと明記されたものよりも多く  

徴収されているのである。   

したがって，修道院の帳簿に記載された金額から一億に農民負担の軽重を量  

ることは，誤りであろう。しかしながら，これまで述べてきたことから，当該  

修道院領における農民負担の一一般的な傾向を指摘することほ可儲であろうし，  

その結果どのような影響を農民に及ぼすことになったのかを，さらに検討する  

ことも，史料的には一部可儲である。そこで，まず，当該修道院領の農民負担  

の一・般的な傾向を，まとめてみよう。   

農民に対する修道院側の対応が大きく変化したのほ，1590年前後であったと  

思われる。それまで，農民が修道院に対して負っていた負担は，オブp、－クに  

代表される貨幣納入であったが，この頃から，農民は貨幣による負担に若〒の  

軽減をみるものの，オブロークに代わる賦役と一・部現物支払いを負うことに  

なった。さらに，耕地の荒廃に伴う貧困化のために，金銭ないし穀物の種子を  

修道院から借りなければならないという状況に陥り，そのために一層修道院へ  

の従属を強めざるをえなくなった。  

1594年10月21日から1595年3月15日にかけてのミサイル・べズニンの覚  
書104〉を読むと 

1594年10月21日に，国から派遣されて，アンドレイ・ヤコグレヴィチ・  

イズマイロフと副書記カザリン・ベトロフが，かつての賄方アットソ・ロ  

ボチソスキ1－の虚偽の訴えによって，修道院の事情調査のために，アント  

ソを伴って，イォシフオ・ヴォロコラムスキ、一修道院にやってきた。アソ   

ドレイが修道院に滞在している時に，このアントンの教唆によって，修道  

103）〔4〕他12  

104）〔4〕∧垣27   
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院領の農民が修道院のプリカースチクや所領管理人のいうことを開かず，   

穀物を打穀して，修道院に運んだり，麦芽を栽培したり，ダ、－ニを修道院  

に提供するということをしなくなり始めた。そこで，ミサイル・べズニソ，   

賄方，出納掛，修道院内の修道士達が，このことについてアンドレイとカ  

ザリソに話し，かれらほ，農民に対して修道院の仕事を行うように命じた。  

そして，農民が従わなかったが故に，かれらを鎮圧し，罰金を徴収するよ  

うに，命じた。アンドレイとカザリソが修道院から出ても，修道院の農民  

は，ますますこれに従わず，プリカースチクや所領管理人を殴り始め，修  

道院の仕事をせず，貨幣オブロークを支払わず，違反を続け，修道院の禁  

止されていた森林を伐採し始めた。ミサイルほこのため，農民に鎮まるよ  

うに命令した。が，生計の立つ農民までが盗みを働き，農民に盗みを働く  

よう教唆したので，ミサイルほ，かれらから罰金を徴収するよう命じた。  

そのため，農民ほ，盗みを働くことを止め，全てのこと．について従い始め  

た  

という記述がある。そのあとに，罰金を徴収された農民の名前が列挙されてい  

る。罰金の徴収ほ，1595年2月5日から3月15日にかけて行われ，17名から，  

ほとんどの場合5pずつ徴収され，当該ブリカース関係では，ウスペンスコエ  

村の3名が徴収されている。 トーンキー・ガグリーPフは，トタロヴォ村に住  

んでいて，ぶどう酒を購入して，飲んだというので，例外的に高額の50p・・を徴  

収されている。その他，罰金を徴収された農民の属していたところはブイゴロ  

ド村（2名），オトチシチェヴォ村（4名），マモシノ村（2名），コジモジェミ  

ヤソスコエ村（2名），ズボォヴォ村（3名）であ、つた。ルザ「郡」とヴォロク  

「郡」に集中しているとはいえ，全プリカースにわたっており，その規模の大  

きさを推察することができる。   

でほ，何の事情調査のためにアンドレイとカザリンが派遣されたのか。また，  

かれらが修道院に到着した後の農民騒擾の原因は何であったのだろうか。領主  

の負担に発するものであったのか，それとも，国税に対するものであったのか。  

負担に原因があるのでほなく，他の何らかの原因によるものであったのだろう  

か。このべズエソの覚書の中では全くその理由が示されておらず，単に，虚偽   
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第11表 プリカースⅤでのヴィチ数の変化  

村 落 名  1573  1575  1579  1581  1587  1589  1591  1592  1593  1594   

ウスペンスコエ村  

カルポヴォ部落  

ネ7ヱトヴォ部落  25＋1／3  25＋1／3  25＋1／3  25十1／3   

ラグチノ村  

ポロパノヴォ村   

ンェスタコケォ村  

グルヒノヴォ部落  

ミシネヴォ部落  

ロスポピノ部落   
ト u  17＋16  17＋1／6  1‖－1／6   

ベルコケォ村  

ヴォロトヴ・7部落  
巨5＋1／3  い5十1／3  ）15＋1′3  い5＋1／3   

リけィノヴォ村①   

コントラトゲォ村  

フィラトゲォ部落  

イワノフスコエ村   6－1／4  

レストダイソイノ村  

ヴォルンノ村  

20＋3／4  20＋3／4  20＋3／4  20＋3／4  

クジャェヴォ部落  1＋5／6  
195  四  195  195   

アヴトティノ村  

リーヴィノヴォ村②  

グリゴロヴォ部落   075 4  

イエグレヴォ村  7＋4    1425＋4  16＋4  1－7＋4  1425十4－75  

合  計  8375  59＋1／3  92＋2／3  3225  345  116十1／12  116＋1／12  116＋1／12  116十1／12   

〔典拠〕〔4〕N旦1－4，10，18，21，22，24→26，28より作成。  
①リトヴィノヴォ村の部落のうちルザ「郡」に属している部分である。  

②リトゲィ／ダガ柑とリトウィ／グォ村の部落のうちウォPク「郡」に属している部分であるが，  
③トミートリー・ヴォロディーミロウィチ・アダンェフの持ち分である。  
①イヴァソ・ポリノフの持ち分である。  

の訴．えに基づく事情調査，とされているわけである。罰金の理由が記載されて  

いる場合に注目しても，先のぶどう酒の購入と飲酒の他に，干草を焼いたこと，  

教会で聖像が盗まれたり，略奪されたにもかかわらず，そのことを知らせなかっ  

たこと（この場合は，聖職者が処罰の対象となっている）等であり，騒擾の－・  

部を窺わせるだけである。これほ，修道院側の史料である限り，当然のことで   
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あるのかも知れない。   

覚書に示されている範囲で，農民騒擾の内容を判断すると，農作業に関する  

ザポタ・－ジュ ，ダ・一ことオブロー・クの納入忌避，禁止されている森林での木の  

伐採，修道院の所領管理人に対する暴行等である。また，「生計の立つ」農民が  

加わっており，かれらが盗みを働き，それを全農民に教唆していることである。  

ここから判るように，農民騒擾が対象としたものは，国家及び修道院への負担  

に関連するものが大部分を占めている。つまり，農民は，国家及び修道院への  

負担と修道院の現地の代理人に抵抗する形で騒擾を起こしたものと考えられ  

る。しかも，「生計の立つ」農民も参加していることは，修道院が行っていた金  

銭の貸与とも関連していることを示唆しているように思われる。こう考えてい  

くと，先に述べた1595年1月6日のべズニンの決定との関連が浮かび上がって  

くる。   

この決定でほ，耕地と荒蕪地に関する貨幣徴収を禁止した1590年頃の指示が  

存在する一・方で，依然として行われていた1ゲィチにつき1pずつという貨幣  

徴収についてほ廃止とされ，そ・れにかわって1ヴィチ当たり1／4pずつの貨幣  

徴収と現物の徴収に変更されたのであるが，時期的にみて，農民騒擾が発生し  

たのが1594年の10月21日以降で，1595年2月5日から農民に対する罰金の  

徴収が記録され始めている。そして，べズニソの決定が出されたのが1月6日  

何ということで，ちょうど農民騒擾の発生と罰金の徴収が始まる間ということ  

になる。べズニソの決定と農民騒擾の鎮静化との間にほ，明らかに関連があっ  

たであろうと推察できる。この決定後しばらくして，農民に対する罰金の徴収  

が開始されたのである。   

このように，1590年前後の当該修道院の農民に対する収奪の強化は，農民に  

とってほ堪え難いまでの量と質に達したものと思われる。  

Ⅹ  

以上，イォシフオ・ヴォロコラムスキー修道院の所領経営文書を中心に，と  

りわけ当該修道院の「オブローク帳簿集」と「打穀畳・播種畳の帳簿集」の分   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



16世紀末イォシフオ・ヴォロコラムスキ・一修道院領における農民負担－JJ5－   

析を通して，16世赤己後半，とりわけ16世蘇己の70年代から90年代初めにかけて  

の，当該修道院領の農民負担を，国家に対する負担と領主である修道院に対す  

る負担とに区分しながら，それがどのようなものであったのか，また，どのよ  

うな影響を農民に与えたのかを，検討してきたが，史料の読み，分析に当たっ  

ての方法論等について，まだまだ未熟なところがあり，充分分析し切っている  

とほ言えない。このような不十分な分析でほあるが，本稿を通して，以下のよ  

うな点を指摘することができそうである。   

国税については，徴収が記録され始めた1581／82年から徴収額にそう大きな  

変動ほないものの，一・部未納という状況が当初から窺え，より実情にそったも  

のとするため，1586年に課税基準となるソハ・一数の変更が行われた。つぎに修  

道院領の領民としての農民が領主である当該修道院に対して負っていた負担の  

第一・は，貨幣で支払われるオブロ、一クであったが，これについても，－・部未納  

が散見しており，80年代に入ると，徴収の記録のない村が大部分を占めること  

になった。これに代わる形で1587年から登場してくるのが「ブストーシニエ・  

ジェーニギ 」等のその発生原因を直接的に明示したかたちでの貨幣支払いであ  

るが，これほ，農民全体に関わるものではなく，個々の農民対修道院の関係で  

しかなかった。このような中で，1590／91年にべズニソの指示が出される。この  

指示によって，農民の負担が貨幣オブロークから賦役へ移行したとされている  

が，この適用範囲についてほ，史料的にもう少し検討の余地がありそうである。  

また，賦役だけでなく，荒蕪地の貸与部分については生産物の徴収となってい  

る。1595年のべズニソの決定内容から判断する限り，貨幣オブロ、－クから賦役  

ないし現物支払いへ移行したのは，当然のことながら，耕地ないし荒蕪地に関  

連した農民負担であろう。指示の時期については，1590年3月25日のオブロー  

ク徴収の折に，「この荒蕪地から，かれは以後1ルーブリ支払うべし」との記載  

がある点と1590年12月26日の文書にライ麦の播種面積が把墟されているこ  

とから判断して，1590年の3月21日からライ麦の播種以前（8月）に出された  

ものと推察される。いずれにしろ，1590年前後は当該修道院にとって，大きな  

転機と位置づけることができる。が，このような転機の中から当該修道院によっ  

て採られた農民収奪の強化は，1594年10月後半に農民騒擾を生じさせること   
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になった。そして，この農民騒擾とオ∵ブロー・クの変更を示している1595年1月  

のべズニソの決定との間には関連があると思われるということである。   

最後の点ほ，先の賦役および現物支払いへの移行とも関連して，今後の検討  

が必要である。更に，収支帳および他の文書史料をも分析の対象として，分析  

方法を確立し，個々の部落，荒蕪地名にも注目しつつ，個々の農民名にも注意  

を払いながら，農民負担のより具体的な検討を行っていくことが必要であろう。  

と同時に，他の修道院における農民負担の状況をも視野に入れて検討を加え，  

相互に比較していくこと．も必要であろう。105）  
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